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図 3.9 送・配水管埋設構造図 

タボラ州水供給計画 準備調査 JICA 
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図 3.10 配水タンク構造図 

タボラ州水供給計画 準備調査 JICA 
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図 3.11 コントロールハウス構造図 

タボラ州水供給計画 準備調査 JICA 
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Type 1 (蛇口 1 個) 

 

 

Type 2 (蛇口 2 個) 

図 3.12 公共水栓構造図 

タボラ州水供給計画 準備調査 JICA 
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図 3.13 ハンドポンプ付き深井戸（レベル-1）構造図 

タボラ州水供給計画 準備調査 JICA 
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3.2.4 施工計画／調達計画 

(1) 施工方針／調達方針 

本計画は我が国の無償資金協力で実施されるため、主たる契約者は邦人企業となる。 

本計画に則り行われる施設建設工事は、深井戸建設、配水タンク建設、送／配水管路の敷設工

事、公共水栓の建設、深井戸掘削、ハンドポンプの設置工事等からなり、その施工は主契約者

の管理下で現地建設業者が行う。 

本計画の実施はタンザニア国水省（MoW）の地方給水局（CRWS）が管轄するため、実施に際

しては CRWS との連携が重要である。この他、施工に際して各村落が属する県／市の水技師事

務所との連絡を密にし、プロジェクトの円滑な実施を図る。 

本計画で使用する資機材の選定にあたっては、維持管理を考慮して、可能な限り現地で調達が

可能なものとする。 

1) 各サイトの仮設 

井戸ポンプ用発電機室および配水池建設予定地に隣接して、骨材置き場、コンクリートミキ

サー設置場、型枠加工場として各 20m×20m の用地を確保する。配管材仮置き場およびサイ

トキャビンとして、メインロード沿いに 20m×30m の用地を確保する。 

工事事務所の用地は先方政府が確保するものとする。 

2) 資材の輸送 

レベル-1 建設工事では、掘削リグ・長尺パイプ運搬トラック等の大型車両を、掘削地点まで

搬入する必要があり、先方政府により、伐採・道路補修等のアクセス確保を行なう必要があ

る。 

レベル-2 建設工事ではサイト内のアクセスが悪く、大型車（10 トン車）でのアクセスが困

難であるため、資材は大型車で各工事事務所まで運搬し、各工事現場までは 4 トン車で 2 次

運搬する必要がある。各工事事務所に 4 トントラック、4 トンクレーン付きトラック、4 ト

ンダンプ等を工事期間中配備する必要がある。 

3) 配管工事 

送水管および配水管ルートで道路幅が狭い部分は配管ルートの伐開が必要となる。掘削幅と

掘削土の仮置きを考慮し、伐開幅は 3m が必要である。一部アクセス道路状況により重機の

搬入が困難なサイトに関しては人力掘削を考慮する。 

4) 配水タンク工事 

現場サイトでは生コンの利用は困難であるため、コンクリートは現場でコンクリートミキサ

ー練りとする。打設は人力またはクレーン打設による。 
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5) レベル-1井戸掘削工事 

レベル-1 井戸掘削工事においては、掘削地点近傍に、掘削リグ、コンプレッサー車、給水車、

資材運搬トラック、堀管・ケーシング置場、セメント・砂利・掘削ツールス等資材置き場を確

保する必要があり、30m x 30m の敷地が必要である。 

(2) 施工上／調達上の留意事項 

1) サイトへのアクセス 

調査対象地域内の道路は、タボラ市内およびンゼガ町－イグンガ町間の幹線以外はすべて未

舗装である。アクセス道路幅員が 3m 程度と狭く大型車両でのアクセスが難しいサイトも多

い。乾季におけるアクセスはあまり問題は無いが、雨季（10月～5月頃）には全体的にサイ

トまでの道路状況が極端に悪化する。したがって、施工・工程計画の立案にあたっては、そ

のような可能性がある村落での施工は雨季の影響を避けるため、乾季を中心に行うといった

配慮を行う。 

2) 安全措置 

配管作業は供用中の道路上での開削工事となるため、安全標識および各種保安施設を設置し、

各現場には、専任の交通整理員を常時１名配置する。 

各工事事務所（資機材集積所）周辺に危険防止のための立入防止柵を設置する。 

(3) 施工区分 

我が国とタンザニア国の側の施工負担区分は表 3.25 の通りとする。 

表 3.25 我が国とタンザニア国側の施工負担区分 

施工負担区分 日本国側 タンザニア国側 

1.取水施設建設工事   

1.1 建設用地の確保  ○ 

1.2 工事用仮設用地提供  ○ 

1.3 アクセス道路整備  ○ 

1.4 取水施設建設 ○  

1.5 構内道路工事 ○  

1.6 フェンス･ゲート建設 ○  

1.7 給電設備･場内への引き込み ○  

2. 送･配水管布設工事   

2.1 建設用地の確保  ○ 

2.2 アクセス道路整備  ○ 

2.3 送・配水管布設 ○  

3. 配水池建設工事   

3.1 建設用地の確保  ○ 

3.2 アクセス道路整備  ○ 

3.3 配水池建設 ○  

3.4 構内道路工事 ○  

3.5 フェンス･ゲート建設 ○  

3.6 排水路建設 ○  
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施工負担区分 日本国側 タンザニア国側 

3. 公共水詮建設工事   

4.1 建設用地の確保  ○ 

4.2 公共水詮建設 ○  

4.3 排水路建設 ○  

(4) 施工監理計画 

1) 工事実施体制 

本計画は、日本政府とタンザニア国政府との間で交換される公文（E/N）に記載された条件

に基づき、無償資金協力の手順に従い実施される。タンザニア国側の事業実施機関は水省

（MoW）で、技術的事項は地方給水局（CRWS）が所管しており請負業者の施工監督・検査

は、CRWS が実施する。 

MoW は実施に際して詳細設計、入札図書の作成、入札に係る補佐、建設工事の監理等のサ

ービスを受けるため、日本側コンサルタントを雇用する。 

コンサルタントは建設業者選定のための入札図書を作成し、入札資格審査と入札業務を代行

する。さらに、事業実施期間中、建設工事の監理を行うとともに日本大使館、JICA 等の日

本側関係機関への報告･調整にもあたる。 

本計画に関連する諸機関の関係を図 3.14 に示す。 

タボラ州
各県水技師
（DWE）

タボラ市水技師
（MWE）

地方給水局
（CWSD）
（実施機関）

水省（監督官庁）
（MoW)

タンザニア国政府

村落評議会（VC)、水利用者組合（WUA)、
受益住民

日本国政府
在タンザニア日本国大使

館

国際協力機構
（JICA）

日本側コンサルタント

日本側請負業者

E/N

実施促進

OJT

人材の無償提供

コンサルタント
契約

検査・承認

請負契約

コンサルタント
サービス

施工監督

連絡・調整

運営・維持管理指導 アクセス道路整備等

タボラ州
水専門官
（RWE)

 

図 3.14 関連諸機関の関係図 

2) 実施設計段階での基本方針 

実施設計業務における基本方針は以下の通りである。 
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・ 現地調査として、設計路線の踏査、業務上必要な地下埋設物および支障物件(電柱、架空

線等)の具体的調査を行う。 

・ 水源に係る物理探査および試掘調査を行う。 

・ 現地調査を基に基本設計の見直しを行う。 

・ 設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較を行い、その施工計画を策定する。 

・ 構造計算、仮設計算等を行う。 

・ 位置図、平面図、縦断面図、詳細図(平面、縦断、横断図等）、構造図を作成する。 

・ 工事に必要な数量すべてを計算し数量計算書を作成する。 

・ 基本条件の確認、比較検討の確認、設計計画の妥当性、計算書と図面の整合性、計算書

の精査等を行い設計の内容を審査する。 

・ 実施設計にて確定した施設規模、数量等を基に基本設計概算事業費の見直しを行う。 

・ 無償資金協力事業のガイドラインに沿った入札書類を準備する。 

3) 請負業者選定および施工監理段階の基本方針 

施工監理業務における基本方針は以下の通りである。 

・ 請負業者選定に際し、上記ガイドラインに沿った入札が実行されるよう、MoW を補佐す

る。 

・ 両国の関係機関および担当者と密接な連絡を行い、建設工事工程に基づく施設完成を目

指す。 

・ 設計図書に合致した施設を建設するため、施工関係者に対して迅速かつ適切な指導助言

を行う。 

・ 施工方法、施工技術等に関しては、OJT の範囲で可能な技術移転を施工期間を通じて行

い、無償資金協力プロジェクトとしての効果を最大限に発揮させる。 

・ 施設完成引渡し後の施設の運転、維持管理に対し、適切な助言と指導を行い、施設の正

常な運転を促す。 

・ 配管工事を行うに当っては、MoW と充分な調整を図り、交通への影響を最小限にするよ

う努める。 

・ 井戸の保守、管路の保守等施設維持管理のための総合的な O&M マニュアルを工事期間

中にコンサルタントが作成する。個々の設備･機器の手引き書については施工業者･納入

メーカーが作成するものとする。最終的にコンサルタントが全体の取りまとめを行う。 

監理業務の内容は、① 工事工程および品質管理(使用材料、資材等の承認、入荷資材の検査、
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工事段階毎の検査および立会い)、② 完成工事の寸法・数量検査・承認、および、③ 状況

に応じた設計変更の検討・実施を行い施工業者に指示することなどである。また、所定の報

告書(月報、支払証明書、完了届)を JICA ガイドラインに基づき作成、提出する。 

上記業務は、工事着工から完成引渡しまで連続して必要な業務である。従って、施工監理は

現地常駐監理体制とする。常駐監理者は、全体の監理に卓越した専門家を配置する。これに

加え、必要な技術者を要所にスポット監理として配置する。 

(5) 品質管理計画 

本計画の施工段階で留意すべき工種とその品質管理方法は表 3.26 のとおりまとめられる。 

表 3.26 主な工種の品質管理項目と試験方法 

工種 品質管理項目 試験方法 

コンクリート打設 コンクリート強度 圧縮強度：打設毎に3供試体 

（主要構造物） コンクリートの塩分含有度 塩分濃度試験：打設毎 

 コンクリートの粘性 スランプ試験：打設毎 

 粗骨材の粒度 粗骨材篩分け試験：購入業者毎 

 細骨材の粒度 細骨材篩分け試験：購入業者毎 

鉄筋加工・組立 鉄筋強度 鉄筋引張試験：購入業者毎 

管路敷設 管路の接続状態 水圧試験：全配管路 

 

(6) 初期操作指導・運用指導計画 

本計画で建設される給水施設で、初期操作指導・運用指導計画が必要な施設・機材は次のよう

にまとめられる。 

表 3.27 初期操作指導・運用指導計画 

給水施設のタイプ 対象施設 指導内容 指導方法 

発電機の操作 

水中ポンプ/コントロールボックスの

操作 

メーカーのマニュアルによりコント

ラクターが試運転・引渡し時に指

導する。 

取水施設 

コントロールハウス内配管設備の保

守・管理 

コンサルタントが試運転・引渡し

時に説明・指導する。 

配水タンク ボールタップの保守・点検 

バルブ操作 管路 

漏水管理 

流量計の管理 

レベル－2 

公共水栓 

パッキンの消耗による漏水の点検 

揚水用の弁の交換 レベル－1 ハンドポンプ 

井戸廻りの清掃 

引渡し時にコンサルタントが説

明・指導する。 

 

(7) 資機材等調達計画 

1) 労務 

日本人技師の下に、労務管理者として現地技術者を配置する。これらの下に世話役（現地人）
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を配置し工事期間中に技術移転を図り、現地技術者の技術力向上に努める。上記以外の作業

員（事務を含む）も現地で調達する。 

2) 工事用資材 

(i) 汎用建設資材 

セメント（国内産、国内大手 3 社で製造）、鉄筋（粗鋼を南ア等より輸入し国内で加工また

は南ア製）、砂、砂利、木製型枠材料等汎用建設資材は現地で広く流通しており、現地建設

業者、ディーラーからの調達が可能である。したがって、本計画では、汎用建設資材は現地

調達を原則とする。 

(ii) 井戸および水道用管材 

本計画で使用する PVC 管および HDPE 管は現地で広く流通しており、現地ディーラーを通

じて調達を行う。PVC 管および HDPE 管は国内大手 2 社で生産しており、十分な品質、供

給能力を有している。道路横断部等で使用する亜鉛メッキ鋼管に関しても国内加工製品また

は南ア産が流通している。 

井戸用水中モーターポンプおよび発電機は、将来のスペアパーツ調達、アフターサービス等

を考慮し、第三国製品または日本製品を検討する。 

表 3.28 主要建設資機材の調達区分 

資機材名 現地 日本・第三国 適用 

セメント ◎   

鉄筋 ◎   

骨材 ◎   

木製型枠 ◎   

ＰＶＣ管 ◎   

HDPE 管 ◎   

異形管、弁類 ◎ ○  

深井戸水中ポンプ  ◎  

発電機  ◎  

注） ◎：優先度１ ○：優先度２ 

(iii) 建設機材 

タンザニアでは、建設機材の内一般土木建設に対して対応可能な機種は大手建設会社が保有

している。本工事は特殊な機械を必要としないため工事用の機械は現地建設会社の保有機材

による施工を基本とする。 

(iv) 内陸輸送 

本件の施設建設工事に使用される資機材の内、日本から調達されるものは、ダル・エス・サ

ラーム港にて陸揚げされ、タボラ市内に設けられる資機材置き場へ輸送・搬入される。ここ

から各サイトへ陸上輸送される。途中までの経路は主要道路であり、路面状況は良好である。

主要道路から各サイトまでは未舗装道路であるが、特段の問題はない。ただし、雨季にはア
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クセス道路が泥濘化するため整備が必要なところもある。タボラ市から各サイトまでの輸送

時間を表 3.29 に示す。 

表 3.29 各サイトまでの輸送時間 

サイト 運搬時間 

イグンガ県 3時間 

ンゼガ県 2.5～3時間 

シコンゲ県 1.5～2時間 

タボラ・ルーラル県 1～1.5時間 

タボラ市 0.5～1時間 

ウランボ県 1.5～2時間 

(8) ソフトコンポーネント計画 

1) 給水施設運営維持管理 

本計画が実施に移された後、3.4 で述べる運営・維持管理計画が確実に実施されるために、

タンザニア側に対して以下に述べるようなソフトコンポーネントによる支援を行う。 

本計画では村落給水施設（小規模管路型給水施設“レベル 2”ならびにハンドポンプ付深井

戸給水施設”レベル 1“）の整備とともに、整備される施設を裨益住民が主体的かつ持続的

に運営・維持管理を行うのに必要な地域住民組織の形成と能力育成、ならびに地方自治体を

中心とする関連機関のコミュニティ支援能力の向上が要請されている。本調査では、地方給

水セクターにかかる国家政策ならびに戦略のレビューと運営・維持管理にかかる現況調査と

評価を行い、計画対象コミュニティならびに地方自治体の抱える運営・維持管理上の問題点

を以下の通り整理した。 

□ 地方給水施設の低い稼働率 

□ コミュニティ組織の欠如・脆弱さ 

□ コミュニティによる利用料金支払い意識の低さ 

□ 水と衛生にかかる意識の低さ 

□ 県／水・衛生チームのキャパシティ不足 

以上の運営・維持管理にかかる開発課題に対処するため、1）オーナーシップ意識の高い地

域住民組織の形成と育成、2）地域コミュニティによる運営・維持管理能力の向上、3）運営・

維持管理費用のコミュニティ負担原則の理解促進と料金支払いにかかる意識の向上、4）水

と衛生にかかる意識の向上、5）住民主体の維持・管理体制づくりにかかる DWST のキャパ

シティ向上、を目的にソフトコンポーネント計画を策定する。また、これらの目的を達成す

るための大別した活動諸案を以下に示す。 

i) 地域住民の主体的参画に基づく給水施設の運営・維持管理体制づくりにかかる活動 

□ コミュニティ全体会合の開催 

□  参加型コミュニティ・アセスメントの実施とコミュニティ行動計画（CAP： 

Community Action Plan）の策定、合意形成 

□  対象コミュニティにおける参加促進活動ならびに料金支払い意識向上プログラムの 
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展開 

□ WUA の形成と執行部の選出 

□ 運営・維持管理ならびに組織運営に係る WUA規約の策定 

□ WUA の組織登記 

□ WUA執行部に対する運営・維持管理能力向上のための各種トレーニングの実施 

ii) 水と衛生にかかる意識向上の促進 

□ 参加型衛生教育ツール PHAST（Participatory Health and Sanitation Transformation）等を

用いた水と衛生にかかる意識向上プログラムの展開 

□ フッ素被爆軽減措置に関する啓蒙・指導 

□ コミュニティ内で水と衛生にかかる意識向上促進を行う人材の育成 

iii) 地方自治体のコミュニティ支援体制の向上に係る活動 

□ フィールド・マニュアルの作成 

□ 県／市水・衛生チーム（DWST/MWST）の形成 

□ DWST/MWST に対するトレーナー育成トレーニング（TOT：Training of Trainers）の

実施と、DWST による行動計画の策定 

□ フィールド・マニュアルを利用してのコミュニティ・レベルでの活動展開ならびに

DWST/MWST に対する OJT 

□ モニタリング・評価に係る DWST/MWST の計画策定 

iv) 事業実施による効果指標測定のための活動 

□ DWST によるモニタリングとフォローアップの実施 

□ ポスト・ベースライン調査の実施 

2) 地下水開発技術 

調達された物理探査機器を駆使してタボラ州における地下水開発技術を向上させ、給水施設

の整備を促進することにより、タボラ州の給水環境改善を図ることを目的としてソフトコン

ポーネントを実施する。 

タンガニーカ湖流域管理事務所タボラ支所の水理地質・物理探査担当要員（以下、“担当要

員”）が、地下水開発の業務を円滑に進めることができるよう、1) 担当要員が対象地域の

地形・地質・水理地質的条件を考慮して、適切な調査（探査）計画を立案できるようになる、

2) 担当要員が、調達された物理探査機器の使用法に習熟する、3) 探査データを解析し、対

象地域の地下水開発計画を立案できるようになる、を目的にソフトコンポーネント計画を策

定する。また、これらの目的を達成するための活動諸案を以下に示す。 

i）調査対象地域の調査（探査）計画策定に係る活動 

□ 開発調査で立案した調査計画の作成と実際実施した調査を題材とした座学 

□ レベル-1 用井戸掘削予定村落その他を題材とした、探査計画策定指導（座学） 



第３章 プロジェクトの内容 

 

3 - 56 

ii） 探査技術向上に関する活動 

□ 現地における測線配置、機器操作、探査指導 

□ 現地における探査データの質に関する評価の指導 

iii）探査データの解析およびそれに基づく地下水開発計画策定に関する活動 

□ 探査データの解析指導 

□ 地下水開発計画（井戸掘削地点選定、掘削深度決定等）策定に関する指導 

□ 探査データの解析結果と井戸掘削結果の比較、解析結果評価の指導 

□ 探査データの再解析および地下水開発計画修正に係る指導 

 

 (9) 実施工程 

本事業全体の実施計画は、A 国債による実施とし、表 3.30 のようにまとめられる。なお、ソフ

トコンポーネント実施計画は、施設建設前から建設後の操業指導、モニタリングへと事業実施

と並行して行う計画とした。 

表 3.30 事業実施工程表 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

月

レ
ベ
ル
－
1

レ
ベ
ル
－
2

レ
ベ
ル
－
1

施
工
・
調
達

レ
ベ
ル
－
2

施

 

 

工

月

実
施
設
計

レ
ベ
ル
－
1

機材調達

月

レ
ベ
ル
-2

施

 

工

現地調査

国内作業

入札図書作成

配水タンク建設工事

準備工

井戸掘削工事

上部構建設工

管路建設工事

取水施設建設工事

機器製作・輸送

井戸掘削工事

上部構建設工

配水タンク建設工事

管路建設工事

取水施設建設工事

井戸掘削工事 （上部構建設工事）

準備工

引渡し

引渡し
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プロジェクトは詳細設計から始まり、給水施設の建設工事が完了するまで 35ヶ月を要する。 

3.3 相手国側分担事業の概要 

3.3.1 一般的な負担事項 

本プロジェクト実施にあたってのタンザニア国側の負担事項は、3.2.4 (3)で述べた施工負担区

分の他、次のような事項である。 

・ 取水施設および配水池建設に必要な用地の確保ならびに進入路の確保 

・ 工事期間中の資機材置き場および仮設用地の確保と提供 

・ 詳細設計に必要な資料および情報の提供 

・ 周辺住民への協力取得と交通規制についての必要な対策 

・ 工事により発生する残土の土捨場および排水等排出先の提供 

・ 排水路工等の建設付帯工事の実施 

・ 本計画に必要な輸入資機材の通関および免税措置にかかる手続き 

・ 銀行取極め、支払い授権書に係わる手続き実施および費用負担 

・ 本計画実施に必要な業務に従事する日本人の入国･滞在にかかる必要な便宜供与 

・ 日本国の無償資金協力で建設･調達された施設･機材の適切な利用と維持管理の実施 

・ 日本国の無償資金協力に含まれないが本計画の実施に必要な全ての費用の負担 

3.3.2 本プロジェクトに固有の負担事項 

(1) 水源の水使用権付与 

本プロジェクトで建設される給水施設は、すべて水源を地下水としている。レベル-2 給水施設

については、本調査により必要揚水量が決定したため、建設工事開始前までに水使用権の付与

が MoW によってなされる必要がある。 

(2) 鉄道横断工事に係る許可取得および立合・検査費用の負担 

タボラ・ルーラル県マバマ村およびタボラ市カコラ村のレベル-2 建設に際しては、タンザニア

鉄道会社（TRC: Tanzania Railway Company）が保有する鉄道を横断して管路を敷設する必要が

ある。工事に際して TRC の立合・検査が必要である。このための、手続きおよび費用につい

てタンザニア側の負担となる。このための費用は 3.3.3 に示す。 

(3) 主要道路周辺における工事に係る諸手続の実施 

本プロジェクトでは、県・市道およびタンザニア道路公社（TANROAD）が管轄する道路沿い

での工事を行う。工事に際して、県・市および TANROAD からの立合が必要な場合は、タンザ
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ニア側でその手続きを行う必要がある。 

(4) 給水施設建設工事着手前の当該村落住民への周知 

本プロジェクトの着手に際しては、住民の協力、安全確保の観点から、予め当該対象村落の住

民に対し、プロジェクトが開始されることや協力の要請のために、予め住民に対して説明を行

うことが望ましい。 

(5) 詳細設計調査時の物理探査指導に係るタンザニア側参加者の費用負担 

本プロジェクトのコンサルタントによる詳細設計調査時に、レベル-1 給水施設用深井戸の掘削

地点選定のために、電磁探査法および二次元探査法による物理探査を行う。これに使用する機

器は、本プロジェクトで調達予定の機器と同型式のものが使用される予定である。タンザニア

側要員は、機器調達に先立ち、予め機器操作に習熟しておくことが望ましい。したがって、コ

ンサルタントによる詳細設計時に、タンザニア側要員に対する技術指導を行う。タンザニア側

は、これに参加する費用の負担が必要である。想定される費用は、3.3.3 に示す。 

(6) ソフトコンポーネント実施に係るタンザニア側参加者の費用負担 

本プロジェクトでは、次の 2つの内容について、タンザニア側の能力強化のためソフトコンポ

ーネントによる支援を行う計画である。 

1) 給水施設の運営・維持管理能力強化 

2) 地下水開発能力強化 

1)については、県・市水衛生チームに対する支援が含まれる。実際の業務は、タボラ市および

各県・市で行われることになる。これに参加するために必要な交通費、日当、宿泊費等はタン

ザニア側の負担となる。想定される負担額は、3.3.3 に示す。 

3.3.3 タンザニア側の負担経費 

上記 3.2 に示したタンザニア側負担事業について、表 3.31 に示すような費用の発生が想定され

る。 

表 3.31 タンザニア側の負担経費 

項目 費用  

1) 詳細設計時の物理探査への参加費用 3,840,000 Tsh 

2) 鉄道横断工に伴う立合・検査費用 3,260,000Tsh/site x 2 = 6,520,000 Tsh 

3) 給水施設の運営・維持管理能力強化に係

るソフトコンポーネント参加費用 

1,920,000 Tsh 

4) 地下水開発能力強化にかかるソフトコ

ンポーネント参加費用 

50,880,000 Tsh 

合計 63,160,000 Tsh 

 

3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画 
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タンザニア国にて村落給水施設の自立発展的な運営・維持管理は地方給水セクターにおける大

きな開発課題の一つである。2002年に改定された国家水政策（NAWAPO：National Water Policy, 

2002）は水資源開発・保全ならびに給水サービスにかかる根幹政策であり、村落給水施設の運

営・維持管理における基本原則を、1）分権化の推進、2）運営・維持管理費用の受益者負担原

則の導入、3）コミュニティを主体とした施設の運営・維持管理の促進、等としている。また、

当該セクターの国家戦略である水セクター開発プログラム（WSDP：Water Sector Development 

Program）の地方給水・衛生コンポーネントでは県自治体による県水・衛生計画の策定と実施

能力の向上、ならびにコミュニティによる運営・維持管理能力の育成に重点を置いている。地

方部における水供給施設の運営・維持管理にあたっては、地域住民組織による主体的な参加に

よる住民負担の原則と、県／市水技師事務所（DWE/MWE：District/Municipal Water Engineer）

を中心とした地方自治体による地域住民に対する技術支援の提供が従来から採用されてきた。

地域住民は、整備される水供給施設の運営・維持管理を主体的に行う自治組織の形成を促され

るのと同時に、運営・維持管理に係る能力の向上が求められている。一方、県／市水利官事務

所を中心とした地方自治体は、地域住民に対して運営・維持管理能力の育成を目的としたトレ

ーニングやモニタリングの提供が責務となっている。したがって、本計画での運営・維持管理

計画は、1）地域住民組織による主体的参加に基づく運営・維持管理の促進、ならびに、2）地

方自治体による技術支援の充実を基本的な枠組みとする。 

本計画対象地域での既存村落給水施設の運営・維持管理の取り組み状況の確認から明らかにな

った課題を踏まえ、本計画の運営・維持管理計画のアプローチとして特に重視すべき点は以下

の通りである。 

(1) オーナーシップ意識の高い地域住民組織の形成 

本計画対象地域での水供給事業は従来、自治組織である村落評議会の下に形成される村落水委

員会（VWC：Village Water Committee）が運営・維持管理を行ってきたが、同組織は任意に形

成されたいわゆる「消費者団体」であり、水供給サービスの提供者（サービス・プロバイダー）

としてマネージメントや運営・維持管理を行うプロフェッショナル意識と能力に乏しく、機能

が形骸化しているケースがほとんどである。 

近年、VWC による水供給施設、特に小規模管路型水供給施設（レベル 2）の運営・維持管理の

限界が指摘され、地域住民が主体となる様々な形態の水供給実施体が導入された。現在、定着

しつつある水供給実施体としては、水利用者グループ（WUG：Water User Group）、水利用者組

合（WUA：Water User Association）、水利用信託団体／信用組合（WT：Water Trust／WC：Water 

Cooperative）、水供給有限会社（Water Company by Guarantee）などがある。これらの水供給実

施体は、地域コミュニティにより形成され、施設のマネージメント形態に係る地域住民との合

意形成、選挙による執行部の選出、組織規約ならびに施設運用規約の整備、法人登録、地方自

治体や NGO／ローカル・コンサルタントによる運営・維持管理能力育成のためのトレーニン

グやモニタリング等のプロセスを経て、水供給施設の所有権に係る意識を向上させ、法的に所
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有権を有する組織である。また、これらの形成プロセスにより、給水サービス事業のマネージ

メントそのものに対するオーナーシップ意識も向上し、同時に運営・維持管理に係る各業務の

遂行能力が向上することに、これら組織の特徴がある。当該サブ・セクターの国家戦略である

「国家水セクター開発戦略 2005－2015」では、地方部で整備される水供給施設の運営・維持管

理を行う住民自治組織の法人化ならびに法的なオーナーシップを付与することにより、地域コ

ミュニティ主体の運営・維持管理体制づくりを推進しており、これら住民組織を総じてコミュ

ニティ水供給運営体（COWSO：Community-Owned Water Supply Organization）と定義付けてい

る。本計画における運営・維持管理計画では、COWSO の概念導入による地域住民主体の運営・

維持管理体制の整備を行うものとする。 

(2) 地域コミュニティによる運営・維持管理能力の向上 

地域コミュニティでは整備される水供給施設の運営・維持管理を主体的に行う COWSO形成が

促されるのと同時に、同施設を運営・維持管理する体系的な知識や技術、ならびに組織運営に

係る能力の向上が望まれる。しかしながら、対象コミュニティの多くは水供給施設を組織的に

運営・維持管理した経験を有さない。既存水供給施設の運営状況の確認や先に行われた開発調

査での結果から、特に以下の分野での能力育成のニーズが高く、同分野でのトレーニングを提

供し、施設ならびに組織運営の自立発展性を図る。 

‐ リーダーシップ・スキル向上 

‐ コミュニケーション・スキル向上（地域コミュニティでの合意形成に係るスキル向上） 

‐ 組織マネージメント・スキル向上 

‐ 利用料金設定、料金徴収方法 

‐ 予算計画書作成、会計、資金運用（ファイナンシャル・スキル向上） 

‐ 施設操業、保守・修繕、トラブル・シューティング 

‐ モニタリング・チェック・リストの作成を参加型モニタリング活動 

(3) 行政（地方自治体）とのインターフェースづくり 

タンザニア国における運営・維持管理体制の課題として、地域コミュニティに対する技術指導

ならびに組織運営指導やモニタリング等の行政サポートの不備が長年指摘されており、本調査

対象地域での低い施設稼動率の一因と言える。本計画調査の実施機関は水省であるが、直接的

な行政サポートは県の自治体下に配属される県／市水技師（DWE/MWE：District/Municipal 

Water Engineer）により提供される。本計画事業の運営・維持管理体制づくりには、DWE なら

びに県地方自治体の行政サポート能力の向上は必須である。行政サポートの強化にあたっては、

同国にて推進されている県／市水・衛生チーム（DWST/MWST：District/Municipal Water and 

Sanitation Team）の形成と能力育成を通じて行う。県／市水・衛生チームは、地方自治体の計

画官、保健官、コミュニティ開発官などから構成され、地方給水／衛生サブ・セクター開発に

て、包括的なアプローチの実践を目的に形成されるチームである。本調査における運営・維持

管理計画でも、各県／市に形成されている県／市水・衛生チームが中心となってコミュニティ
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主導による運営・維持管理体制づくりを行うこととし、事業実施後は DWST／MWST が引き続

きコミュニティに対して技術支援ならびにモニタリングを提供する体制を整える。 

図 3.15 に本プロジェクトでの、運営・維持管理体制図を示す。 

 

図 3.15 運営・維持管理体制図  

(4) 運営・維持管理に係る費用負担 

本計画では運営・維持管理に係る費用は、施設利用者による負担を原則とする。インベントリ

ー調査（本調査, 2009）ならびに社会条件調査（本調査, 2009）の結果、対象地域で村落給水施

設を有する村落のうち、水利用料金の徴収を行っているのは、約 3割強に留まることが明らか

になった。一方、優先プロジェクト対象村落では水利用料金を恒常的に徴収している村落はほ

とんどなく、周辺で料金徴収を行い自立発展的に村落給水施設の運営・維持管理を行っている

コミュニティも無いこともあって、詳細社会条件調査（本調査, 2010）の結果、住民の「支払

い意思額」はレベル 2 施設の場合は 0.66 Tsh/L、レベル-1 施設の場合に 0.41 Tsh/L と、タンザ

ニア国で一般的に徴収されている 1.0 Tsh/L より低いことが明らかになった。一方、同調査の結

果から本計画村落コミュニティの世帯平均収入（中央値）は 150,000〜200,000 Tsh/月であると

確認できた。水料金をタンザニア国で平均的な 1.0 Tsh/L と設定し、世帯 7 人で 25L/日/人を消

費すると想定すると、水への支出額は 5,250Tsh/月で平均世帯収入に占める割合は 2.5％〜3.5%

となり、水への支出を世帯収入の 5％を限度とする「支払い可能額」の視点からは、コミュニ

ティにとっては十分支払い可能な金額であることが分かる。 

レベル-1 給水施設（ハンドポンプ付深井戸給水施設）の運営・維持管理費用の試算については、

同地域での類似案件からの経験値により、メンテナンス費用、マネージメント費用として会計

係に対する報酬、施設更新費用、インフレ等のリスク費用を検討した（表 3.32）。 
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表 3.32 レベル-1 給水施設の運営・維持管理費用算出に用いた計算根拠 

費用 費目 価格（USD）/年 

ハンドポンプ管理人に対する報酬 150 

修理道具 10 

消耗品（グリース等） 40 

スペアパーツ 100 

メンテナンス費用 

ハンドポンプの定期点検（分解修理） 50 

マネージメント費用 会計係に対する報酬 100 

更新費用（積立）  130 

インフレ等のリスク  6.5 

合計費用  586.5 

参考：Brikke, F (2001), Key factors for sustainable cost recovery, IRC, Netherlands 

本計画で建設されるレベル-1 施設 1基あたりの給水人口は 250 人であり、上表における運営・

維持管理費用である 586.5 USD/年から、給水人口一人あたりの年間負担額は 2.34 USDとなる。

詳細社会条件調査（本調査，2010）の結果から平均世帯人数が 6.3 人とすると、月あたりの世

帯負担額は 1.23 USD、つまり、1,765 Tsh（1 USD=1,435Tsh で換算）となる。詳細社会条件調

査にて得られた月平均世帯収入（中央値）から、同負担額が世帯収入に占める割合は対象地域

にて 0.9％から 1.2%となり、世銀などの国際機関が推奨する 5％以下に収まる。表 3.33 にレベ

ル-1 対象コミュニティにおける運営・維持管理費用の負担にかかる分析を示す。 

表 3.33 レベル-1 施設の運営・維持管理費用の負担にかかる分析 

県／市 区 村 
月平均世帯収入

（Tsh） 

世帯収入における運

営・維持管理費用の占

める割合 

ムウィシ ブソメケ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%
イグンガﾞ県 

ムウィシ カレメラ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%

イジャニジャ マコメロ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%

ルス イサンガ （レベル 2対象）

ミグワ キタンギリ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%
ンゼガ県 

ウェラ ウェラ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%

イギグワ カサンダララ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%

キパンガ ウスンガ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%シコンゲ県 

パンガレ ムポンブエ 10,000-20,000 1.2% - 1.8%

キゼンギ ムプンブリ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%

マバマ マバマ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%
タボラ・ 

ルーラル県 
ウフルマ ウフルマ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%

カコラ カコラ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%

ミシャ ミシャ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%タボラ市 

ウユイ ウユイ 60,000-100,000 1.7% - 2.9%

イマラマコエ イマラマコエ 300,000-500,000 0.6% - 0.4%

カピルラ カピウラ 150,000-200,000 0.9% - 1.2%

キロレニ カレンベラ 200,000-300,000 0.6% - 0.9%

キロレニ キロレニ 100,000-150,000 1.2% - 1.8%

ウランボ県 

ウヨワ ンスングワ 200,000-300,000 0.6% - 0.9%

また、レベル 2 給水施設（小規模管路型給水施設）の運営・維持管理費用については、燃料費

や人件費などの操業費用に加え、マネージメント費用として形成される COWSO執行部に対す
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る報酬、揚水機の分解修理費用を含めた。さらにメンテナンス費用としてスペアパーツなどの

補充費用や揚水機等の定期点検費用、ならびに事務費用と施設更新費用までを含むことにより

算出を行った。以下に運営・維持管理費用の算出に用いた計算根拠を以下に示す。 

表 3.34 レベル-2 給水施設の運営・維持管理費用算出に用いた計算根拠 

費用 費目 根拠（年間） 

燃料費／電気代 各施設での年間消費量の算出および実勢価格（*1）

による計上 

人件費  

オペレーター タンザニア国タボラ州平均年収（*2）の 100％ 

公共水栓管理人 タンザニア国タボラ州平均年収の 25％ 

操業費用 

ガードマン タンザニア国タボラ州平均年収の 80％ 

COWSO 執行部への報酬  

マネージャー タンザニア国タボラ州平均年収の 100％ 

会計係 タンザニア国タボラ平均年収の 100％ 

マネージメント

費用 

揚水機の分解修理 揚水機価格の 3％ 

工具、事務用品等 

スペアパーツ 

メンテナンス費

用 

揚水機等の定期メンテ

ナンス 

建設費用の 10％ 

更新費用  建設費用÷15 年 

インフレ等のリ

スク 

 更新費用の 5％ 

*1：ディーゼル価格 約 1,760 Tsh/L 

*2：タボラ州平均年収 620,136 Tsh／人（Household Budget Survey 2007, National Bureau of Statistics, Tanzania,  

2009) 

上記の算出根拠に基づき、各対象コミュニティにおける運営・維持管理費用を算出し、レベル

2 給水施設の利用における、対象コミュニティの支払能力について分析を行い、運営・維持管

理に係る持続性の検討を行った。その結果を表 3.35 に示す。なお、施設の耐用年数は 15年と

し、また、施設の建設費用を現地での施工レベルとすることにより、将来の更新費用が過度に

ならないよう、適切な設定を行った。 

表 3.35 レベル-2 施設の運営・維持管理費用の負担にかかる分析 

単位：Tsh

ンゼガ ルス イサンガ 1,956 310 117,278,758 24,208,515 6,498 3.2%

キゼンギ ムプンブリ 2,658 422 132,013,635 43,452,069 8,583 4.3%

マバマ マバマ 5,471 868 203,232,208 40,494,581 3,886 1.9%

タボラ市 カコラ カコラ 2,733 434 134,469,448 48,030,389 9,226 4.6%

施設建設費用県／市 区

タボラ・ルーラル

運営・維持管
理費用／世帯

／月

給水対象世
帯数（2020
年）

村
給水対象人
口（2020
年）

運営・維持管
理費用／年

運営・維持管理費
用が世帯収入に占

める割合

 

上表が示すように、レベル 2 給水施設についても、運営・維持管理費用が世帯収入に占める割

合は、5%台以内である。このように対象地域ならびに優先プロジェクト対象村落では運営・維

持管理費用を賄うことを目的とした料金支払いは慣習化していないこと、「支払い意思額」は

低いものの「支払い可能額」は高いことなど勘案し、運営・維持管理費用の自己負担原則にか
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かるコミュニティ意識の向上にかかる施策を本計画の運営・維持管理計画に含むこととする。 

(5) 水と衛生にかかるコミュニティ意識 

本調査で実施した詳細社会条件調査（本調査, 2010）の結果、優先プロジェクト対象村落にお

けるコミュニティの７割強が雨期・乾期を通じて、保護されていない伝統的水源（浅井戸、チ

ャルコーダム、小川、池など）を飲料に利用しているにもかかわらず、約 3割以上の住民がそ

の水質に対して「大変満足」または「満足」と回答し、「まあまあ」としたものを合わせると 6

割以上になることが判明した。これは水と衛生にかかる知識や意識が低いためと考えられ、給

水施設の整備による衛生面でのインパクトの向上、ならびに施設利用・料金支払いの促進の観

点から運営・維持管理計画に地域コミュニティの水と衛生にかかる意識改善に向けた方策を含

むこととする。 

タンザニア国において衛生教育の最前線は村および学校（とくに小学校）であり、前者におい

ては村落保健普及員（VHW: Village Health Worker）が保健教育を担当する。VHW がいない村

においては、村落保健委員会（VHC: Village Health Committee）がその役割を果たす。対象コミ

ュニティの VHW/VHC および保健担当教員に対し、「水と衛生」にかかる参加型保健衛生アプ

ローチにかかるマニュアルを整備し、同マニュアルに沿ったトレーニングを提供することによ

り、コミュニティにおける保健衛生普及体制を整える。衛生改善のための教育・啓発にあたっ

ては、CLTS（Community-Led Total Sanitation）という参加型のアプローチを用いることが、タ

ンザニア水省のガイドラインに記載されており、本計画においても、同アプローチを採用する。 

なお、本プロジェクトではタンザニア水省の要請により、水質判定項目のフッ素に関してはタ

ンザニア国健康基準を採用しており、WHO 基準値を満たさない給水施設においては、当該コ

ミュニティに対しフッ素のもたらす健康への懸念（フッ素被爆被害）とその対応について説明

を行うこととする。 

 

3.5 プロジェクトの概略事業費 

3.5.1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

施工・調達業者契約認証まで非公開。 

(2) タンザニア国負担経費    63,160,000Tsh（約 3.9 百万円） 

① 鉄道横断工事立合費      

6,520,000Tsh（約 40万円） 

② 日当宿泊費（詳細設計時物理探査 OJT） 

3,840,000Tsh（約 23万円） 
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③ 日当宿泊費（物理探査に関するソフトコンポーネント） 

1,920,000Tsh（約 12万円） 

④ 日当宿泊費（給水施設の運営・維持管理に関するソフトコンポーネント） 

50,880,000Tsh（約 310万円） 

(3) 積算条件 

① 積算時点 ：平成 22年 11月 

② 為替交換レート ：1 USD = 88.00 円 

：1 Tsh = 0.061 円 

③ 税金の措置 ：タンザニアにおいては物品／サービスの調達に際し 18%の

付加価値税（VAT）が課せられる。しかしながら、本積算に

当たっては無税を原則とする。 

④ 施設建設期間 ：本プロジェクトは A 国債による事業実施とする。これに要

する詳細設計、工事の期間は表 3.30 事業実施工程表に示し

たとおりである。 

⑤ その他 ：本プロジェクトは、日本政府の無償資金協力の制度にした

がい実施されるものとする。 

3.5.2 給水施設の運営・維持管理費 

レベル-2 およびレベル-1 給水施設の運営・維持管理費は、3.4 で算定された。これを、表 3.37

に示す。 

表 3.37  レベル-2 およびレベル-1 給水施設の運営・維持管理費 

形式 村落 運営・維持管理費/年 

 (x10
3
 Tsh) 

運営・維持管理費 

/世帯/月 (Tsh) 

イサンガ 24,208 6,498 

ムプンブリ 43,452 8,583 

マバマ 40,494 3,886 

レベル-2 

カコラ 48,030 9.226 

レベル l-1 各施設 841 1,765 

 

3.6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

本協力対象事業の円滑な実施を促進するため、特に影響を与えると思われる次の事項について、

タンザニア国側は留意する必要がある。 

(1) 給水施設の水源に対する水利権の取得 



第３章 プロジェクトの内容 

 

3 - 66 

(2) 計画対象村落および関係機関へのプロジェクト実施についての周知 

(3) 送配水管の鉄道横断についての諸手続 

(4) TANROAD、県、市が管理する主要道周辺における配水管布設工事についての諸手続 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4.1 プロジェクトの前提条件 

4.1.1 事業実施のための前提条件 

本プロジェクトの実施のために、次のような事項が、タンザニア側により負担されることが確

認された。 

(1) 一般的な負担事項 

□ 取水施設および配水池建設に必要な用地の確保ならびに進入路の確保 

□ 工事期間中の資機材置き場および仮設用地の確保と提供 

□ 詳細設計に必要な資料および情報の提供 

□ 周辺住民への協力取得と交通規制についての必要な対策 

□ 工事により発生する残土の土捨場および排水等排出先の提供 

□ 排水路工等の建設付帯工事の実施 

□ 本計画に必要な輸入資機材の通関および免税措置にかかる手続き 

□ 銀行取極め、支払い授権書に係わる手続き実施および費用負担 

□ 本計画実施に必要な業務に従事する日本人の入国･滞在にかかる必要な便宜供与 

□ 日本国の無償資金協力で建設･調達された施設･機材の適切な利用と維持管理の実施 

□ 日本国の無償資金協力に含まれないが本計画の実施に必要な全ての費用の負担 

(2) 本プロジェクトに固有の負担事項 

□ 水源の水使用権付与 

□ 鉄道横断工事に係る許可取得および立会・検査費用の負担 

□ 主要道路周辺における工事に係る諸手続きの実施 

□ 給水施設建設工事着手前の当該村落住民への周知 

□ 詳細設計調査時の物理探査指導に係るタンザニア側参加者の費用負担 

□ ソフトコンポーネント実施に係るタンザニア側参加者の費用負担 

4.1.2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

本プロジェクトは、タボラ州地方部の計画対象村落 20村に安全で清浄な水を安定的に供給し、

計画年次の 2020 年までに協力対象村落の給水率を、2009 年時点の 7.8%から、53.6%に改善す

ることを目標としている。 

給水施設の建設、物理探査機材の調達、ソフトコンポーネント等の投入によるプロジェクトの

効果を発現・持続するために、下記の課題にタンザニア側が取り組む必要がある。 

(1) 給水施設の運営・維持管理は住民の参加型活動によって成立する計画である。施設完成後
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供給される安全で清潔な水を住民が利用することは、生活環境改善のために必要なことで

ある。県／市水衛生チームは、ソフトコンポーネント活動により作成されたマニュアルに

したがい、各施設のコミュニティ所有水供給組織（COWSO: Community Owned Water Supply 

Organization）の運営・維持管理活動の指導およびモニタリングを継続的に行うことが求め

られる。 

(2) 給水施設の水源の水位および水質について、継続的なモニタリングを行うことが必要であ

る。水位については、過剰揚水による水位低下が生じないよう、給水施設の適切な運用を

行う必要がある。水質については、経年変化により水質の悪化が生じていないかどうかを

確認する必要がある。 

また、タボラ州地方部全体の給水率向上という、上位の目標の達成については、下記のような

活動が実施されることが必要となる。 

(1) 各県／市は、本調査において作成された地方給水計画を活用して、県／市毎の地方給水計

画を完成させ、水省の実施している「水セクター開発プログラム」(WSDP: Water Sector 

Development Program)等のスキームを活用し、迅速な給水施設建設を進める必要がある。 

(2) タンガニーカ湖流域管理事務所タボラ市所は、本計画により調達される物理探査機器と、

ソフトコンポーネント活動を通じて習得する物理探査／地下水開発技術を継続的に実施・

改善し、地方給水計画達成のための水源開発を継続する必要がある。 

(3) 本プロジェクトで形成され、活動を開始する各施設のコミュニティ所有水供給組織

（COWSO: Community Owned Water Supply Organization）の活動能力を持続させるためには、

行政側からの技術支援・モニタリングが不可欠である。JICA の技術協力プロジェクト等の

他スキーム案件との連携等による、県／市水衛生チームの能力・体制の強化を継続的に行

う必要がある。 

4.2 プロジェクトの評価 

4.2.1 妥当性 

(1) 人間の安全保障の観点からの評価 

本プロジェクトの対象地域であるタボラ州は、タンザニア国内において、給水状況が最も低い

州の一つである。 

本プロジェクトの実施により、計画対象地域 20 村の住民 40,727 人が直接裨益する。現在、既

存給水施設による給水人口は 4,250 人にとどまっており、それ以外の住民は不衛生な素堀りの

伝統井戸や小河川を給水源として使用している。本プロジェクトでの給水施設の建設により、

「清潔で信頼性のある水の使用が可能になる」と同時に、「女性の水汲み労働からの解放」等

の社会経済的に正のインパクトを持つ波及効果が期待される。したがって、本プロジェクトは

BHN の観点から、民生の安定や住民の生活改善のために緊急性の高いプロジェクトであると
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評価される。 

(2) 財務面からの評価 

本プロジェクトにより整備される給水施設の運営・維持費は利用者コミュニティから徴収され

る水料金の収入により賄われる。住民の支払い意思（WTP）ならびに支払い可能性（ATP）に

ついては、本調査で実施された詳細社会条件調査（本調査, 2010）の結果を元に詳細に検討さ

れた。その結果、一人当たり計画原単位である 25 L/日を消費する場合の世帯収入に占める水

利用にかかる支出は 2.5%から 3.5%と算出された。世銀などの国際機関では、水料金は世帯収

入の 5%台以内に収まるべきであると提唱しており、対象地域住民の支払い能力は、施設を運

営・維持するために十分であると評価される。 

(3) 組織・制度にかかる評価 

本プロジェクトでは、給水施設の運営・維持管理の主体者として、登記を行い施設の法的な所

有者となる、独立性の高いコミュニティ給水運営体(COWSO: Community-Owned Water Supply 

Organization)の導入、県／市水・衛生チーム(DWST/MWST: District/Municipal Water and Sanitation 

Team)の、コミュニティ給水運営体に対する技術・組織運営指導やモニタリング活動の能力強

化を計画している。 

国家水セクター開発戦略（NWSDP: National Water Sector Development Strategy, 2006）では、1) 中

央政府の役割は政策策定ならびに規制・モニタリングに限られること、2) 組織規約が明確にさ

れること、3) 給水・衛生事業の実施における責任・責務の地方分権化、ならびに利用者による

運営・維持管理体制づくりの促進、4) 運営・維持管理を行う自主的、かつ独立性の高いコミュ

ニティ水供給運営体の形成などが提唱されている。 

本プロジェクトで計画されている運営・維持管理に関わる組織・制度は、国家戦略との整合性

を保っていると評価される。 

(4) 政策面 

水省（MoW）は「水セクター開発プログラム」（WSDP: Water Sector Development Prograum）を

策定し、給水施設の整備が遅れている地方部の給水率を 2015 年までに 74%へ、2025 年までに

90%に向上することを図っている。本プロジェクトは、WSDPバスケットファンドによるプロ

ジェクトではないが、WSDP と同じコンセプトに基づき策定した給水計画を具体的に実現する

ことにより WSDP の目標に貢献しようとするものである。したがって、本プロジェクトの実施

は、タンザニア政府の政策実現に寄与するものと評価される。 

(5) 環境社会面からの評価 

タボラ州政府は調査団の支援のもと、全ての計画施設を対象として水省の環境社会配慮ガイド

ライン（Environmental and Social Management Frame Work : ESMF）にしたがい簡易環境影響評

価（Preliminary Environment Assessment : PEA）を実施した。この評価結果は水省の環境影響評
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価部に 2010 年 11月末に提出され、水省は 12 月に審査を行った結果、本件事業実施による影

響は軽微であるため“カテゴリ C”であると判断された。水省によってカテゴリ C と判断され

た事業は、国家環境管理局（NEMC）の審査の必要がない。したがって、本プロジェクトは、

環境社会面から適切に実施されることを確認した。 

(6) 技術面からの評価 

本プロジェクトで建設される給水施設の工事は、コンクリート工事、機械／電気工事、パイプ

敷設工事、土工、井戸掘削等から構成される。これらの工事は特殊な技術を要せず、タンザニ

アにおいて広く行われているものである。したがって、本プロジェクトで適用される技術は、

適正であると評価される。 

4.2.2 有効性 

本プロジェクトでは、タボラ州の対象村落 20 村に 114箇所のレベル-1 給水施設と 4箇所のレ

ベル-2 給水施設の計 118 給水施設を建設するとともに、ソフトコンポーネント活動を通じてコ

ミュニティ所有水供給組織（COWSO: Community Owned Water Supply Organization）の

形成と県／市水・衛生チームの強化を促進する。 

これらの投入により、表 4.1 のような定量的効果が期待される。 

表 4.1 本プロジェクトの定量的効果 

指標名 基準値(2009 年) 目標値（2020 年） 

対象地域 20 村の給水率 7.8% 

（給水人口 4,250 人 

÷人口 54,482 人） 

53.6% 

（給水人口 44,977 人 

÷人口 83,970 人） 

1 日当りに利用できる水量 平均 20～25 L/人/日の非衛生

的な水を使用 

安全で清潔な水を 25L/人/日

利用するようになる。 

水汲み労働に要する時間 水汲みが 30 分以内でできる世

帯は、雨季では 56.7%、乾季で

は 25.3% 

安全で衛生的な水へのアク

セスが概ね 400m 以内に確保

され、水汲みに要する時間が

30 分以内になる。 

コミュニティ所有水供給組織

(COWSO)の数 

0 

(建設予定施設に対してはまだ

形成されていない。) 

118 給水施設に対し、COWSO

が形成され、継続的に施設の

維持管理を行う。 

また、波及的に、下記のような定性的効果が期待される。 

□ 水の確保を水売り人その他に依存していた村落では、水を取得する費用が軽減される。 

□ 対象地域での水汲み労働は基本的には婦女子の役割であるが、これに従事する時間が大

幅に軽減され、婦女子の社会進出や労働の創出、子供の学習時間が増加することが期待

できる。 

□ 飲料に使用する水質が改善され、乳幼児死亡率の低下が期待される。 

□ 飲料に使用する水質が改善され、水系疾病に対する医療費の軽減が期待できる。 

□ 参加型運営・維持管理体制が構築されることにより、村落住民のオーナーシップが醸成

される。 
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資料 1．調査団員・氏名 

(1) 現地調査時（開発調査二年次） 

 

(2) 概略設計概要説明調査時 

 

No 氏名 担当分野 所属 

1 山崎 安正 総括／地方給水計画 ㈱地球システム科学 

2 藪田 卓哉 副総括／地下水開発計画 ㈱地球システム科学 

3 斉藤 正和 
水理地質 1、施工・調達計画／

積算 1 
㈱地球システム科学 

4 山川 正 水理地質 2 
㈱地球システム科学（三菱マテリア

ルテクノ㈱） 

5 中山 宏之 水質、データベース／GIS 1 ㈱地球システム科学 

6 藤澤 成一 水文・気象 国際航業㈱ 

7 石垣 真奈 社会条件調査 
日本テクノ㈱（アイ・シー・ネット

㈱） 

8 村上 照機 都市水道計画 日本テクノ㈱ 

9 遠藤 晋 物理探査 1 
㈱地球システム科学（三菱マテリア

ルテクノ㈱） 

10 大橋 憲悟 物理探査 2 ㈱地球システム科学 

11 隅田 竜也 
試掘調査、施工監理/施工・調達

計画／積算 2 
㈱地球システム科学 

12 中島 大助 給水施設設計 国際航業㈱ 

13 森  直己 運営・維持管理計画 日本テクノ㈱ 

14 山崎 典和 環境・社会配慮 国際航業㈱ 

15 竹  直樹 衛生計画 
㈱地球システム科学（㈱かいはつマ

ネジメント・コンサルティング） 

16 佐藤 匡史 業務調整、データベース／GIS 2 ㈱地球システム科学 

No 氏名 担当分野 所属 

1 宮坂 実 団長 

JICA 地球環境部 

水資源･防災グループ 

参事役 

2 佐藤 隼人 調査企画 

JICA 地球環境部 

水資源･防災グループ 

水資源第二課 

3 山崎 安正 業務主任／地方給水計画 ㈱地球システム科学 

4 藪田 卓哉 副総括／地下水開発計画 ㈱地球システム科学 

5 斉藤 正和 
水理地質 1、施工・調達計画／

積算 1 
㈱地球システム科学 

6 森  直己 運営・維持管理計画 日本テクノ㈱ 

7 佐藤 匡史 業務調整、データベース／GIS 2 ㈱地球システム科学 
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調査行程表 

 

：国内作業
：現地作業 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

第1年次：2009年8月～2010年3月

第1次現地作業

【1-5】
インセプション・レポート(IC/R)の説
明・協議

【1-6】既存情報の収集・分析

【1-7】現地調査

【1-8】
プログレス・レポート(P/R)作成、
提出、協議

【1-9】運営・維持管理研修の開催

【1-10】地下水ポテンシャル調査

【1-11】水需要の確認

【1-12】地方給水計画策定

【1-13】
優先プロジェクトおよび対象候補
村落の選定

【1-14】
インテリム・レポート(IT/R)の
作成・説明・協議

【1-15】
優先プロジェクトの要請書作成
補助

【1-16】現地調査報告

第2年次：2010年4月～2011年5月

【2-1】高解像度衛星画像データ処理

【2-2】
対象候補村落の実態調査
（詳細社会条件調査）

【2-3】
対象候補村落における水理地質踏査、
物理探査、試掘、孔内検層、揚水試験、
水質試験および地下水位観測

【2-4】補足調査・データ収集

【2-5】対象村落の選定

【2-6】施設の概略設計に関する調査

【2-7】
積算・施工計画・調達計画に関する
情報収集

【2-8】
環境影響評価（EIA）の実施に関する
技術支援

【2-9】
軽微な故障のハンドポンプの修理と
モニタリング

【2-10】第三国における技術研修の実施

【2-11】現地調査報告

第2次国内作業

【2-12】 施設の概略設計

【2-13】 施工・機材調達計画策定

【2-14】 概算事業費の積算

【2-15】 ソフトコンポーネントの計画策定

【2-16】
優先プロジェクトの評価（経済、財政、
政策、社会及び環境面からの評価）

【2-17】 ドラフトファイナル・レポートの作成

第3次現地作業

【2-18】
ドラフトファイナル・レポートの提出・
説明・協議

第2次国内作業

【2-19】 ファイナル・レポートの作成・提出

成果品

報告書 ▲IC/R ▲PR ▲IT/R ▲DF/R ▲F/R

現地調査結果概要   ▲R1

基本設計方針報告書 ▲R2

基本設計調査概要資料 ▲R3

完成予想図 ▲R4

デジタル画像集 ▲R5

概算事業費積算資料 ▲R6

IC/R:インセプション・レポート PR：プログレス・レポート IT/R：インテリム・レポート R1：現地調査結果概要

R2：基本設計方針報告書 R3：基本設計調査概要資料 DF/R：ドラフトファイナル・レポート F/R：ファイナル・レポート

R4：完成予想図 R5：デジタル画像集 R6：概算事業費積算概要資料

第2次現地作業

第1年次
2009年

第2年次
2011年

第1次国内作業

2010年
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資料 3．関係者（面会者）リスト 

1．現地調査時（開発調査二年次） 

(1) 在タンザニア共和国日本国大使館 

中川 坦 特命全権大使 

関 行規 二等書記官 

田中 徹 二等書記官 

(2) 独立行政法人国際協力機構タンザニア事務所 

勝田 幸秀 所長 

長谷川 敏久 次長 

山本 哲也 所員 

西村 恵美子 所員 

(3) Ministry of Water（水省） 

Christopher N. Sayi Permanent Secretary 

John A. Mukumwa  Director, CWSD 

Frida C. Rweyemamu Assistant Director, CWSD 

Gibson J. Kisaka Assistant Director, CWSD 

Bernard Chikarabhani Principal Hydrogeologist, Tabora Water Office,  

Lake Tanganyika Basin Water Office 

Joseph Kubena Environmental Coordinator, EIA Section 

(4) Tabora Regional Administrative Secreetariat  

Longino K. Kazimoto Acting Regional Administrative Secretary 

Muhibu Sosthenes Lubasa Regional Water Expert 

Ernest Nshana Regional Statistic Manager 

Wilson Shadrack Yomba Acting Regional Environmental Officer 

(5) District and Municipality 

Magayane T. P. District Executive Director,  Igunga District 

Kessy S. M. District Planning Officer, Igunga District 

Robert Mgetta District Community Development Officer,  Igunga District 

Gaston R. Ntulo District Water Engineer,  Igunga District 

A. A. Mwakitalu Acting District Executive Director,  Nzega District 

Mariam Majala District Water Engineer,  Nzega District 

Jakanyango Martin District Planning Officer,  Nzega District 

Rosalia Magotti District Community Development Officer,  Nzega District 

Paschal Ngunda District Water Engineer,  Sikonge District 

B. Ntalyaga District Planning Officer,  Sikonge District 

Themistocles Byarugaba District Community Development Officer,  Sikonge District 



資料 3．関係者（面会者）リスト 

 

A3 - 2 

Doroth A. Rwiza District Executive Director,  Tabora Rural District 

Niwdemo N. M. District Water Engineer,  Tabora Rural District 

Faustine K. Misango Acting District Water Engineer,  Tabora Rural District 

Sizo E. J. District Community Development Officer,  Tabora Rural District 

Fanuel K. Senge Municipal Director,  Tabora Municipality 

Mohamed Almas Municipal Water Engineer,  Tabora Municipality 

Ntulila S. H. District Community Development Officer,  Tabora Municipality 

J. M. Molai District Executive Director,  Urambo District 

Rebman Ganshonga District Water Engineer,  Urambo District 

Peter Sinyana Acting District Water Engineer,  Urambo District 

Mary Luhulula District Planning Officer,  Urambo District 

Sabala Rukonda District Community Development Officer,  Urambo Distric 

2．概略設計概要書説明調査時 

(1) 在タンザニア共和国日本国大使館 

中川 坦 特命全権大使 

関 行規 二等書記官 

(2) 独立行政法人国際協力機構タンザニア事務所 

勝田 幸秀 所長 

長谷川 敏久 次長 

山本 哲也 所員 

(3) Ministry of Water (水省) 

Christopher N. Sayi Permanent Secretary 

John A. Mukumwa  Director, CWSD 

Gibson J. Kisaka Assistant Director, CWSD 

Amami I. B. Mfil Assistant Director, CWSD 

Salum M. Chusi Acting Assistant Director, CWSD 

Bernard Chikarabhani Principal Hydrogeologist, Tabora Water Office,  

Lake Tanganyika Basin Water Office 

(4) Tabora Regional Administrative Secreetariat 

Longino K. Kazimoto Acting Regional Administrative Secretary 

Mjanja Hamis Internal Auditor 

Muhibu Sosthenes Lubasa Regional Water Expert 

Ezekiel K. Chamu Economist 
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(5) District and Municipality 

John W. Wangwe Acting District Water Engineer Igunga District 

Robert Mgetta District Community Development Officer Igunga District 

Devotha J. Kilindo Acting District Community Development Officer 

  Nzega District 

Barnabas Taligunga Acting District Water Engineer Nzega District 

Paschal Ngunda District Water Engineer Sikonge District 

Themistocles Byarugaba District Community Development Officer,  Sikonge District 

Faustine K. Misango Acting District Water Engineer Tabora Rural District 

Sizo E. J. District Community Development Officer Tabora Rural District 

Mohamed Almas Municipal Water Engineer Tabora Municipality 

Ntulila S. Hadoni Municipal Community Development Officer  

  Tabora Municipality 

Lucky Mgeni Acting District Water Engineer Urambo District 

Sabada Rukonda Acting District Community Development Officer 

  Urambo District 
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タンザニア国タボラ州水供給計画 

ソフトコンポーネント計画書 

1. 序論 

「タボラ州地方給水・衛生計画策定支援プロジェクト」（以下、「本調査」）は、2009年 8月

に開始され、2011年 5月に完了する予定である。調査は、現状把握から地方給水計画策定

までを中心とする第 1フェーズと、優先プロジェクトに係る概略設計・フィージビリティ

スタディを中心とする第 2フェーズから構成されている。 

第 1フェーズで策定したタボラ州の地方部に分布する 429村落に対する給水計画の中から、

20村落を対象とする優先プロジェクトが選定された。この 20村落を対象とする無償資金協

力事業の要請がタンザニア政府より我が国に対してなされた。 

第 2フェーズの調査では、これら 20村落について自然条件および社会条件についての詳細

調査を行い、優先プロジェクトに係る給水施設の概略設計および概略事業費の積算は、協

力準備調査（基本設計）と同等のレベルで行った。すなわち、本調査は計画策定支援プロ

ジェクトの第 2フェーズであると同時に、無償資金協力事業の実施に係る協力準備調査の

側面を有している。 

第 2フェーズの調査により、優先プロジェクトは、次の内容となった。 

項目 内容 数量 

公共水栓式管路給水施設（レベル-2） 4箇所 施設建設 

ハンドポンプ付き深井戸（レベル-1） 114本 

電磁探査機 1セット 

断面二次元探査機 1セット 

機材調達 

GPS 4セット 

レベル-2給水施設は、計画対象村落の地形条件、居住形態等の制約により、対処村落全体

をカバーすることができない場合がある。その場合、レベル-2の給水区域から除外される

区域については、レベル-1給水施設を建設する計画する計画となっている。 

本ソフトコンポーネント計画書は、次の 2つの事項について、タンザニア側実施機関の能

力向上を図るための計画をまとめたものである。 

①  給水施設の運営・維持管理能力向上に係るソフトコンポーネント 

② 物理探査機器を活用した地下水開発技術向上に係るソフトコンポーネント 

①給水施設の運営・維持管理能力向上に係るソフトコンポーネントは、事業実施により建

設される給水施設が円滑に運営・維持管理されるための能力強化支援である。 
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②物理探査機器を活用した地下水開発技術向上に係るソフトコンポーネントは、調達され

る機材を使用して給水施設の水源となる深井戸を掘削するサイトを適切に選定し、地下水

開発能力を向上させ、ひいては対象地域の給水率の向上に繋げようとするものである。 

タボラ州の地下水は、一部は基盤岩の風化部や堆積層中に存在するが、大半は岩盤中の裂

か水として存在する。このため、地下水開発を的確に行うためには、裂か（リニアメント）

の位置を効率良く把握する必要がある。探査機器の内、電磁探査機は岩盤中のリニアメン

トの検知を効果的に行うことができる探査機器である。 

断面二次元探査機は、電磁探査機で検知されたリニアメントに対して、それを横断して断

面上に地下地質の情報を得ることに使用される。これにより、裂か水が存在する可能性が

高い地質構造を推定することが可能となる。 

物理探査地点や測線の位置は、座標を持った位置情報として整理される必要がある。GPS

は、これを最も手軽にかつ精度良く行う機器である。また、本調査の中で既存井戸や給水

施設のインベントリーを作成し、データベース化しているが、今後井戸掘削や給水施設建

設が進むに連れてこれらのアップデートが不可欠である。このための位置情報取得機器と

して GPSが活用される。 

2 ソフトコンポーネントを計画する背景 

2.1 給水施設の運営・維持管理能力向上に係るソフトコンポーネント 

本無償資金協力プロジェクト（以下、「プロジェクト」）では村落給水施設（ハンドポンプ

付深井戸給水施設（レベル-1）ならびに小規模公共水栓式管路給水施設（レベル-2））の整

備とともに、整備される施設を裨益住民が主体的かつ持続的に運営・維持管理を行うのに

必要なコミュニティ水供給事業運営体（COWSO：Community-Owned Water Supply 

Organization）の形成と能力育成、ならびに地方自治体を中心とする関連機関のコミュニテ

ィ支援能力の強化を実施するものである。 

本調査では、地方給水セクター運営・維持管理にかかる国家政策ならびに戦略のレビュー

と運営・維持管理にかかる現況調査と評価を行い、計画対象村落ならびに地方自治体の抱

える運営・維持管理上の問題点を以下のように整理し、ソフトコンポーネント計画の策定

を行った。 

2.1.1 地方給水セクターの運営・維持管理にかかる基本政策と戦略 

タンザニア国にて村落給水施設の自立発展的な運営・維持管理は地方給水セクターにおけ

る大きな開発課題の一つである。2002年に改定された国家水政策（NAWAPO：National Water 

Policy, 2002）は水資源開発・保全ならびに給水サービスにかかる根幹政策であり、村落給水
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施設の運営・維持管理における基本原則を、1）分権化の推進、2）運営・維持管理費用の

受益者負担原則の導入、3）コミュニティを主体とした施設の運営・維持管理の促進、等と

している。また、当該セクターの基本戦略である国家水セクター開発戦略（NWSDS：National 

Water Sector Development Strategy）や国家投資プログラムである水セクター開発プログラム

（WSDP：Water Sector Development Programme）の地方給水・衛生コンポーネントでは県自

治体による県水・衛生計画の策定と実施能力の向上、ならびにコミュニティによる運営・

維持管理能力の育成に重点を置いている。地方部における水供給施設の運営・維持管理に

あたっては、地域住民組織による主体的な参加による住民負担の原則と、県／市水技師事

務所（DWE/MWE：District/Municipal Water Engineer’s Office）を中心とした地方自治体によ

る地域住民に対する技術支援の提供が従来から採用されてきた。地域住民は、整備される

水供給施設の運営・維持管理を主体的に行う自治組織の形成を促されるのと同時に、運営・

維持管理に係る能力の向上が求められている。一方、県／市水利官事務所を中心とした地

方自治体は、地域住民に対して運営・維持管理能力の育成を目的としたトレーニングやモ

ニタリングの提供が責務となっている。これらに従い、本プロジェクトでの運営・維持管

理計画とソフトコンポーネントは、1）地域住民組織による主体的参加に基づく運営・維持

管理の促進、ならびに、2）地方自治体による技術支援の充実を基本的な枠組みとした。 

2.1.2 対象地域における運営・維持管理にかかる開発課題 

本調査計画対象地域での既存村落給水施設の運営・維持管理の取り組み状況の確認から明

らかになった課題を踏まえ、本プロジェクトにおける本計画の運営・維持管理計画のアプ

ローチとして特に重視すべき点は以下の通りである。 

(1) オーナーシップ意識の高いコミュニティ組織の形成 

2002年に制定された国家水政策（NAWAPO）では、地方部にて整備される水供給施設の運

営・維持管理に関して、裨益住民による自己負担原則の重要性が再確認された。 2008年

に正式採択された国家水セクター開発戦略（NWSDS）では、運営・維持管理を行う自治組

織としてコミュニティ給水事業運営体（COWSO）の形成を提唱している。この背景には、

1970年代以来、地方水供給整備事業の実施にて地域住民主体による運営・維持管理組織と

しての機能を期待されていた村落水委員会（VWC：Village Water Committee）の形骸化が挙

げられる。 タンザニアでは従来、村落評議会（Village Council）がその下部組織として VWC

を任意に選定することにより、運営・維持管理に係る責務実行を期待していたが、事業実

施関係者から必要な運営・維持管理能力の育成もされず、関係省庁や地方自治体などの行

政機関による技術指導も不十分であった。また、村落評議会の意向に左右されることも多

く、料金徴収なども十分に行われることなく、結果として施設の運営・維持管理が十分に

行われないまま、組織自体が形骸化しているケースがほとんどであった。 これら VWCに
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よる自主的な運営・維持管理の限界は 90年代半ばより指摘されるようになり、この反省か

ら政府は村落評議会から独立した新たな自治組織として COWSOの形成を目指した。 

COWSOは、従来型の VWCとは一線を画す組織で、法的に施設の所有権を有し、また、施

設の運営・維持管理を主体的に行うものである。 その形成段階では、組織・マネージメ

ント形態にかかる地域住民との合意形成、組織規約ならびに施設運営に係る規約の作成、

組織登記、利用者（地域住民）投票による執行部の公正な選出等の過程を経て、選出され

た執行部は施設を適切に運営・維持管理することにより、持続的な給水サービスを提供す

る責任が明確に課せられる。 すなわち、従来の VWCが村落評議会の下に任意形成され、

独立性が希薄な消費者団体であるのに対し、COWSOは利用者（消費者）との関係を基に立

脚するサービス・プロバイダーとしての素地を有する組織である。COWSOの組織形態は、

水利用者組合（WUA: Water User Association）、水利用者グループ（WUG: Water User Group）、

水供給有限会社（Water Company by Guarantee）など、組織の規約や規模、マネージメント

体制、ならびに登記上の関係法令等の相違により名称が異なるが、一般的な特徴としては

以下が挙げられる： 

□ 施設の運営・維持管理形態ならびに組織形態について地域住民との合意形成がなされ

ること 

□ 組織形成の過程で、地域住民（利用者）の参加と合意を得た組織規約ならびに施設運

営に係る規約が整備されること 

□ 地域住民（利用者）により執行部が公正に選出されること 

□ 水省もしくは地方自治体にて、組織登記がなされ、その責務が明確になること 

□ 村落評議会とは独立した意思決定プロセスを有すること 

□ 独立性を高め、村落評議会ならびに地方政治家・団体と対等な協力関係を有すること 

□ 地方自治体、または NGOやドナー機関の支援により、必要な能力育成トレーニングが

提供され、組織運営や事業マネージメントの能力の向上がなされること 

□ 地方自治体によるモニタリングやフォロー･アップが定期的に提供されること 

COWSOの概念は、現在、水省が展開する地方水供給事業に導入され、水利用者組合（WUA）

や水利用者グループ（WUG）を形成し、持続的な運営・維持管理体制づくりがなされてい

る。また、2000年初頭に整備されたモロゴロ州の地方水供給事業では、水供給施設の運用

を受託管理する事業体を地域コミュニティに形成し、さらに有限会社化することにより、

給水サービス提供に係るプロフェッショナル化を図ることに成功している。 同地域の水

利用者組合は、この水供給有限会社（Water Company by Guarantee）と施設のマネージメン

ト委託契約を行い、業績目標と目標達成指標を設定し、管理することにより、パフォーマ

ンス・モニタリングを行っている。 
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これらCOWSOを組織形態によりマネージメント能力を比較検討した結果（下表 1.1参照）、

本件調査業務が対象とする公共水栓式管路給水施設（レベル-２）にて求められるマネージ

メント能力を勘案し、本計画での運営・維持管理に係る組織形態は水利用者組合（WUA）

によるものが適していると判断した。 また、ハンドポンプ付深井戸施設（レベル-1）等に

よるポイント・ソース型の水供給のマネージメントには、水利用者グループ（WUG）が適

していると考えられるが、本計画では同施設の対象村落に複数基の施設整備を行い、地域

住民による統合的な運営・維持管理が必要との判断から、レベル-2施設と同様にWUAの導

入が適切であると判断した。 

表 2.1 組織形態の特徴 

村落水委員会 

(VWC) 

村落評議会の下に任意に形成される地域住民組織で、そのほとんどが独立性が低

く、また、必要なマネージメント能力を有さず形骸化している。 

水利用者グループ 

(WUG) 

 

各々の井戸や水栓などのポイント・ソースに形成される組織で、ポイント・ソース

のみの管理を行う。 そのため、コミュニティ内に複数あることが多く、マネージ

メントの統一性がなく、効率的でないこともある。 

水利用者組合 

(WUA) 

給水ポイントが複数ある施設に形成される組織で、利用者世帯の全てが組合員とな

り、執行部が選出され、施設のマネージメントを行う。  

水供給有限会社 サービス・プロバイダー（有限会社）として水利用組合などと施設の運営・維持管

理に係る委託契約を結び、施設のマネージメントを行う。 マネージメント能力が

高いが、組織形成や能力開発にかかる費用、ならびに組織維持費用も高い。 

水供給株式会社 地方自治体や住民自治体が株主となり、より専門的なサービス・プロバイダーとし

て、施設のマネージメントを行う。大規模な都市型給水に適している。 

(2) 地域コミュニティによる運営・維持管理能力の向上 

本調査対象地域では、従来の村落水委員会（VWC）による運営・維持管理が一般的である

が、本調査で実施したタボラ州における全ての村落給水施設に対するインベントリー調査

（本調査, 2009）では、既存レベル-2施設の稼働率が 37%であった。また、稼働していない

レベル 2施設の原因は揚水機の故障（放置）、盗難ならびに老朽化によるものが大半を占め

ている。一方、2000年以降に建設された 1,093基のレベル-1施設のうち 43%にあたる 475

基が稼働していないこと、さらにこれら非稼働の原因の 36％はハンドポンプの故障（放置）

によるものと、同インベントリー調査にて明らかになった。 同地域での低い稼働率の直

接的な原因は、揚水施設の故障（放置）であり、運営・維持管理体制の脆弱性に多く起因

していると判断されている。本計画の実施にあたっては、上述のように COWSOの概念を

導入すると同時に、適切な組織づくりとトレーニングやモニタリングを通じた運営・維持

管理に必要な能力育成をソフトコンポーネントにて実施する必要性が高い。本調査におけ

る既存水供給施設の運営状況の確認結果から、特に以下の分野での能力育成のニーズが高

く、同分野でのトレーニングを提供し、施設ならびに組織運営の自立発展性を図る。 
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□ リーダーシップ・スキル向上 

□ コミュニケーション・スキル向上（地域コミュニティでの合意形成に係るスキル向上） 

□ 組織マネージメント・スキル向上 

□ 利用料金設定、料金徴収方法 

□ 予算計画書作成、会計、資金運用（ファイナンシャル・スキル向上） 

□ 施設操業、保守・修繕、トラブル・シューティング 

□ モニタリング・チェック・リストの作成を参加型モニタリング活動 

(3) 地方自治体による技術支援体制づくりに係る必要性 

タンザニア国における運営・維持管理体制の問題として、住民組織に対して組織形成にか

かる指導、組織運営や財務・会計指導を含む技術指導、ならびにモニタリング等の行政サ

ポートの不備が長年指摘されており、本調査対象地域での低い施設稼働率の一因と言える。

前述した COWSOが、その責務を継続的に行っていくには、行政サポートの提供は必須で

ある。同国の地方水供給セクターの政策ならびに戦略では、コミュニティに対する組織形

成指導や、運営・維持管理に必要な能力向上トレーニングの提供、技術指導ならびにモニ

タリング等は、地方自治体下に配属される県／市水技師（DWE／MWE：District/Municipal 

Water Engineer）の責務となっているが、これら活動を計画的かつ組織的に実施する地方自

治体の能力には限りがある。 

行政サポートの強化にあたっては、同国にて推進されている県／市水・衛生チーム（DWST

／MWST：District/Municipal Water and Sanitation Team）の形成と能力育成を通じて行われる

ことが一般的になってきている。 DWST／MWSTは、地方自治体の DWE／MWEを中心

に、県／市計画官（DPO/MPO: District／Municipal Planning Officer）、県／市保健官

（DHO/MHO: District／Municipal Health Officer）、県／市コミュニティ開発官（DCDO/MCDO: 

District／Municipal Community Development Officer）などから構成され、地方水・衛生セクタ

ー開発にて、包括的なアプローチの実践を目的に形成されるチームである。しかしながら、

対象地域の地方自治体では DWST／MWSTの活動が形骸化されているケースが多く、また、

コミュニティに対する技術指導やモニタリングに係る能力に乏しい。上述の COWSOの導

入とともに、DWST／MWSTの形成ならびに能力育成への支援をソフトコンポーネントに

て実施する必要性がある。図 1.1に水省ならびにDWST／MWSTと COWSOの関係を示す。 
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図 2.1 運営・維持管理体制 

本プロジェクトにおける運営・維持管理体制づくりには、DWE/MWEならびに県地方自治

体の行政サポート能力の向上は必須である。行政サポートの強化にあたっては、同国にて

推進されている県／市水・衛生チーム（DWST/MWST）の再形成と能力育成を通じて行う

こととする。各県／市に形成されている DWST/MWSTが中心となってコミュニティ主導に

よる運営・維持管理体制づくりを行うこととし、事業実施後は DWST/MWSTが引き続きコ

ミュニティに対して技術支援ならびにモニタリングを提供する体制を整えることとする。 

(4) 運営・維持管理に係る費用負担 

タンザニア国では運営・維持管理に係る費用は、施設利用者による負担を原則としている。

本調査で実施したインベントリー調査（本調査, 2009）ならびに社会条件調査（本調査, 2009）

の結果、対象地域で村落給水施設を有する村落のうち、水利用料金の徴収を行っているの

は、約 3割強に留まることが明らかになった。一方、本プロジェクト対象村落では水利用

料金を恒常的に徴収している村落はほとんどなく、周辺で料金徴収を行い自立発展的に村

落給水施設の運営・維持管理を行っている村落も無いこともあって、詳細社会条件調査（本

調査, 2010）の結果、住民の「支払い意思額」はレベル-2施設の場合は 0.66 Tsh/L、レベル 1

施設の場合に 0.41 Tsh/Lと、タンザニア国で一般的に徴収されている 1.0 Tsh/Lより低いこ

とが明らかになった。一方、同調査の結果から本プロジェクト対象村落の世帯平均収入（中

央値）は 150,000〜200,000 Tsh/月であると確認できた。水料金をタンザニア国で平均的な 1.0 

Tsh/Lと設定し、世帯 7人で 25L/人/日を消費すると想定すると、水への支出額は 5,250 Tsh/

月で平均世帯収入に占める割合は 2.5％〜3.5%となり、水への支出を世帯収入の 5％を限度
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とする「支払い可能額」の視点からは、コミュニティにとっては十分支払い可能な金額で

あることが分かる。このように対象地域ならびに本プロジェクト対象村落では運営・維持

管理費用を賄うことを目的とした料金支払いは慣習化していないこと、「支払い意思額」は

低いものの「支払い可能額」は高いことなど勘案し、運営・維持管理費用の自己負担原則

にかかるコミュニティ意識の向上を目的としたソフトコンポーネント活動が必須である。 

(5) 水と衛生にかかるコミュニティ意識 

公衆衛生の観点からは、安全な水へのアクセスはマラリア、下痢症、腸管寄生虫症といっ

た水因性疾患を予防することにつながる。しかし、そのためには住民がその水を適切に使

用せねばならず、適切な使用のためには住民が正しい知識を持っていることが必要である。

それには、安全な水を飲むこと、使うことの重要性に対する認識、安全な水の使い方（正

しい手洗いの方法など）等が含まれる。しかし、タボラ州村落部住民の保健および安全な

水に関する知識は十分ではない。本調査において実施した詳細社会条件調査（本調査,2010）

によると、住民は安全な水にアクセスできていないことにより下痢症に罹患する、また安

全な水を飲むことによって下痢症を予防できることは知っているが、流水と石鹸を用いた

手洗いが下痢症予防につながることをほとんどの人が理解していない。また、タボラ州に

おける安全な水源へのアクセスが低いというデータとは裏腹に、本プロジェクト対象村落

におけるコミュニティの７割強が雨季・乾季を通じて、保護されていない伝統的水源（浅

井戸、チャルコーダム、小川、池など）を飲料に利用しているにもかかわらず、約 3割以

上の住民がその水質に対して「大変満足」または「満足」と回答し、「まあまあ」としたも

のを合わせると 6割以上になることが判明した。これは水と衛生にかかる知識や意識が低

いためと考えられ、給水施設の建設による衛生面でのインパクトの向上、ならびに施設利

用・利用料金支払いの促進の観点から運営・維持管理計画に地域コミュニティの水と衛生

にかかる意識改善にかかる方策を含むこととする。 

タンザニア国において衛生教育の最前線は村および学校（とくに小学校）であり、前者に

おいては村落保健普及員（VHW: Village Health Worker）が保健教育を担当する。VHWがい

ない村においては、村落保健委員会（VHC: Village Health Committee）がその役割を果たす。

小学校においては、Health Teacherと呼ばれる保健担当教員が指導にあたる。しかし、タボ

ラ州における VHW/VHCおよび保健担当教員の活動は低調である。彼らは、何のマニュア

ルも補助教材もなしに、コミュニティおよび児童に対して教育を行っている。 

以上により、対象コミュニティの VHW/VHCおよび保健担当教員に対し、「水と衛生」にか

かる参加型保健衛生アプローチにかかるマニュアルを整備し、同マニュアルに沿ったトレ

ーニングを提供することにより、対象村落における保健衛生普及体制を整える。衛生改善
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のための教育・啓発にあたっては、CLTS（Community-Led Total Sanitation）
1
という参加型の

アプローチを用いることが、タンザニア水省のガイドラインに記載されており、本ソフト

コンポーネントにて作成する「水と衛生」にかかるマニュアルや活動計画も、同アプロー

チを採用する。 

なお、本調査で採用する水質の評価基準は、“健康に関連する項目”に関してはWHOガイ

ドライン（2008）とすることがタンザニア水省との間で合意されていた。しかしながら、

本調査実施した試掘調査において、数多くの試掘井でフッ素濃度がWHOガイドライン（1.5 

mg/L）を超過し、タンザニア健康基準（2008）の 4 mg/L以下を示した。これらの地下水を

水源として使用できない場合、当該村落住民はこれまで通り汚染された非衛生的な伝統的

水源の使用を余儀なくされ、コレラ、赤痢等の水因性疾病に罹患するリスクが高くなる。

このため、村落住民の便益を考慮し、タンザニア水省より本調査においてはフッ素に係る

適用基準をタンザニア健康基準へ変更するよう要請があった。これを受け、日本側で検討

した結果、本調査においては要請通りフッ素ついてはタンザニア健康基準（4 mg/L）を適用

することとした。 

以上の経緯から、本プロジェクトにおいても、フッ素についてはタンザニアタンザニア国

健康基準を採用することとした。ただし、フッ素被爆の被害を軽減するため、フッ素濃度

がWHO基準値を満たさない給水施設においては、当該コミュニティに対しフッ素のもたら

す健康への懸念（フッ素被爆被害）とその対応について説明を行うこととする。 

2.2 物理探査機器を活用した地下水開発技術にかかるソフトコンポーネント 

タボラ州の地下水資源の開発・管理は、タンガニカ湖流域管理事務所タボラ支所（Tabora 

Water Office, Lake Tanganyika Basin Water Office）が管轄している。同支所は、NGOその他の

支援による井戸掘削に際して、依頼により物理探査を含む水理地質調査実施して掘削位置

の選定を行っており、タボラ州における地下水開発の支援センター的役割を果たしている。 

タンザニア国水省（MoW）は、第 2次貧困撲滅計画のゴールである 2010年までに地方部の

給水率を 65%に向上させる計画であったが、タボラ州は 2007/2008会計年度において 49.1%

の給水率（本調査結果では実質的に 17.5%と評価した）にとどまり、全国でも最低レベルで

ある。これを改善するためには、タボラ州では恒常河川が無く表流水源が乏しいため、給

水源は地下水に依存せざるを得ない。このため、タボラ州においては地下水開発を進める

ことが急務であるが、これを支援すべきタンガニカ湖流域管理事務所タボラ支所が保有す

                                                   

1
 参加型手法を用いて、コミュニティ自身が主体となり、保健・衛生にかかる問題の分析と

知識の育成、コミュニティにあるリソースを利用しての解決策の策定、計画の実施、モニ

タリングを行うことにより、保健・衛生に係る問題を包括的かつ自立発展的に解決する。 
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る機材は完全に老朽化し、精度が高い調査を行うことができず、地下水開発の支援センタ

ー的役割を十分果たすことが困難な状況にある。 

タボラ州は地下水開発が難しい水理地質条件下にあるとされ、過去に掘削された 289本の

深井戸の内、レベル-1用水源として十分な水量を持つ井戸は 125本に過ぎないことが本調

査において確認された。すなわち、レベル-1用井戸としての成功率は 43.3％と低い成功率

である。このため、本調査で実施した試掘調査に際して、試掘地点の選定のために電磁探

査および二次元探査を併用した探査を行い、地下水開発対象と想定したリニアメントの正

確な位置および、その地質構造を把握することができ、レベル-2水源の確保に繋がり、そ

の効果が確認された。したがって、本調査で採用した探査手法を採用することにより、本

計画で行うレベル-1用の井戸掘削の成功率を高めることができる。また、本計画による事

業終了後もタンガニカ湖流域管理事務所タボラ支所が上記探査機器を保有することにより、

地下水開発の支援センター的役割を果たし、タボラ州における地下水開発が促進されるこ

とが期待できる。 
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3．給水施設の運営・維持管理能力向上にかかるソフトコンポーネント 

3.1 ソフトコンポーネントの目標 

「プロジェクトで整備された水供給施設により、対象村落に安全な水が安定して供給され

る」という本計画の目標を達成し、効果の持続性を確実にするため、コミュニティ主導型

の運営・維持管理体制と地方自治体によるコミュニティ支援強化を行うことを目的として、

ソフトコンポーネントを実施する。 

3.2 ソフトコンポーネントの成果 

成果（1）: プロジェクト対象村落において、地域住民の主体的参画に基づく給水施設の運

営・維持管理体制が整備・強化される。 

先述した COWSOの概念を導入し、諸活動を展開することにより、地域コミュニティの主

体的な参加に基づく、健全な運営・維持管理体制づくりを成果の一つとする。 具体的に

は、各対象村落にて整備される水供給施設の運営母体となる水利用者組合（WUA：Water User 

Association）の形成支援と運営指導を通じての体制づくりを目指す。 コミュニティ主体の

運営・維持管理体制の整備にあたって、具体的な成果を以下に設定する。 

□ 給水施設の運営・維持管理体制とマネージメント・組織形態について対象村落との合意形成

がなされる。 

□ 利用者が組合入会金を支払い、利用者全員から構成される水利用者組合（WUA）が形成さ

れる。 

□ WUA 総会が開催され、公平な選挙により組合執行部が選出される。 

□ 施設の運営・維持管理に係る規約が策定され、WUA 総会で合意される。 

□ 組織の運用に係る規約が策定され、WUA 総会で合意される。 

□ 水省もしくは地方自治体に WUA の組織登記が行われ、行政側と対象村落それぞれの、施設

の運営ならびに所有に係る責務が明確になる。 

□ 施設の運営・維持管理ならびに組織運営に係るトレーニングが WUA 執行部に提供され、同

分野での能力が向上する。 

□ 利用者により支払われた水料金により給水施設の維持管理費用の全てが賄われる。 

□ 村落評議会ならびに地域政治団体と協調的な関係を築き、かつ、WUA による意思決定に係

る独立性が維持される。 

成果（2）: 地方自治体のコミュニティ支援体制が向上する。 

各地方自治体（District CouncilならびにMunicipal Council）にて、県／市水・衛生チーム

（DWST/MWST）を再形成し、能力育成を行うことにより、対象村落への支援体制づくり

を目指す。 具体的な成果としては、以下を想定する。 

 

□ 県／市水技師（DWE/MWE）を中心とし、県／市計画官（DPO/MPO）、県／市保健官

（DHO/MHO）、県／市コミュニティ開発官（DCDO/MCDO）等から構成される DWST/MWST
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が地方自治体下に再形成される。 

□ DWST/MWST に対し OJT を提供することにより、住民組織形成、村落との合意形成、村落に

対する技術指導、運営・維持管理指導等の能力が向上する。 

□ DWST/MWST により定期的に対象村落の運営・維持管理に係るモニタリングとフォロー・アッ

プが提供される。 

成果（3）: 対象村落における「水と衛生」にかかる保健衛生普及体制が整う 

各対象村落の村落保健普及員（VHW）、村落保健委員会（VHC）、ならびに保健担当教員が

「水と衛生」にかかる参加型教育手法を習得し、対象村落における保健衛生普及にかかる

体制がつくられる。具体的な成果として以下を設定する。 

□ VHW、VHH ならびに保健担当教員を対象とした「水と衛生」にかかるマニュアルが整備され

る。 

□ VHW、VHC ならびに保健担当教員に対するトレーニングを通じて、「水と衛生」意識向上に

かかるファシリテーション能力が向上し、対象コミュニティにおける保健衛生普及にかかる体制

が整う。 

□ VHW、VHC がフッ素被爆被害軽減措置について住民へ啓蒙、指導を行う体制が構築され

る。 

3.3 成果達成度の確認方法 

上記 3.2で定めた成果の達成度を確認する方法を以下に設定する。 

成果（1） 【計画対象村落において、地域住民の主体的参画に基づく給水施設の運営・維

持管理体制が整備・強化される】に対する達成度の確認方法 

□ 給水施設の運営・維持管理体制とマネージメント・組織形態について対象村落との合意議事

録 

□ 水利用者組合（WUA）の組合員名簿帳 

□ WUA 総会の議事録、組合執行部の選挙記録、同執行部メンバー・リスト 

□ 施設の運営・維持管理に係る WUA 規約 

□ 組織の運用に係る WUA 規約 

□ WUA の組織登記簿 

□ WUA による運営・維持管理記録ならびに財務記録 

□ WUA に対するトレーニング記録 

成果（2）【地方自治体のコミュニティ支援体制が向上する】に対する達成度の確認方法 

□ DWST/MWST メンバー・リスト 

□ 対象村落での運営・維持管理体制整備および参加型衛生教育に係るトレーニング・マニュア

ル 

□ DWST/MWST に対する OJT 記録 

□ DWST/MWST によるモニタリング・評価計画 

成果（3）【対象村落における「水と衛生」にかかる保健衛生普及体制が整う】に対する達

成度の確認方法 
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□ 「水と衛生」にかかるトレーニング・マニュアル 

□ VHW、VHC ならびに保健担当教員に対するトレーニング記録 

3.4 ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

上述のソフトコンポーネントの目標ならびに成果を達成するために必要な活動計画の策定

を行った。 諸活動の設定は、上記の成果に対応するもので、大別すると以下の通りであ

る。 

1） 地域住民の主体参画に基づく給水施設の運営・維持管理体制づくりに係る活動 

1-1. 村落用フィールド・ガイドの策定 

1-2. 村落全体会合の開催 

1-3. 参加型コミュニティ・アセスメントの実施とコミュニティ行動計画（CAP：Community Action 

Plan）の策定、合意形成 

1-4. 対象村落における参加促進活動の展開 

1-5. WUA の形成と執行部の選出 

1-6. 運営・維持管理ならびに組織運営に係る WUA 規約の策定 

1-7. WUA の組織登記 

1-8. WUA 執行部に対する運営・維持管理能力向上のための各種トレーニングの実施 

2） 地方自治体のコミュニティ支援体制の向上に係る活動 

2-1. DWST/MWST 用フィールド実施マニュアルの作成 

2-2. 県／市水・衛生チーム（DWST/MWST）の再形成 

2-3. DWST/MWST に対するトレーナー育成トレーニング（TOT：Training of Trainers）の実施と、

DWST による行動計画の策定 

2-4. フィールド・マニュアルを利用しての村落レベルでの活動展開ならびに DWST に対する OJT 

2-5. モニタリング・評価に係る DWST の計画策定 

3） 「水と衛生」にかかる保健衛生普及体制の整備に対する活動 

3-1. VHW、VHC ならびに保健担当教員に対する「水と衛生」マニュアルの作成 

3-2. VHW、VHC ならびに保健担当教員に対する、上記マニュアルに沿ったトレーニングの提

供 

4） 事業実施による効果指標測定のための活動 

4.1.  DWST／MWST によるモニタリングとフォロー・アップの実施 

これら活動の詳細を、活動内容と目的、対象者、実施方法、活動期間、実施のための人的

リソース、成果品、ならびに日本国側／相手国側負担の項目にして表 3.1にまとめた。なお、

下表での活動は時系列としたため、上記の活動番号とは対応していない。また、表中の期

間については休日・移動期間等を含まない実日数である。 
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表
3
.1

 
給

水
施

設
の

運
営

・
維

持
管

理
能

力
向

上
に

係
る

ソ
フ

ト
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト
の

詳
細

 

 

活
動
内
容

 

 

目
的

 

 

対
象
者

 

 

実
施
方
法

 

 

期
間
（
ヵ
月
）

 

実
施
リ
ソ
ー
ス

 

【
負
担
者
】

 

 

成
果
品

 

ス
テ
ー
ジ
１
：
計
画
準
備
段
階
（

P
re

-P
la

n
n

in
g
）

 

1
-1

) 
ト
レ
ー
ナ
ー
用
フ
ィ
ー
ル
ド
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

 

 

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
実
施
に
か
か
り
、

3
種

の
ト
レ
ー
ナ
ー
用
フ
ィ
ー
ル
ド
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
運
営
・
維
持
管
理
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ー
ビ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
参
加
型
衛
生
教
育
）
が
作
成

さ
れ
、
以
後
、
県
／
市
水
・
衛
生
チ
ー
ム
（

D
W

S
T

／
M

W
S

T
：

D
is

tr
ic

t／
M

u
n
ic

ip
al

 
W

at
er

 
an

d
 

S
an

it
at

io
n
 T

ea
m
）
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
。

 

 

対
象

6
地

方
自

治
体

 

既
存

マ
ニ

ュ
ア

ル

の
レ
ビ
ュ
ー
、
実
施

機
関
と
の
協
議
、
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
・
ニ
ー

ズ
確
認
と
分
析
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
、
フ

ィ
ー

ル
ド

・
テ

ス

ト
、
実
施
機
関
へ
の

提
出

 

0
.2

3
ヵ
月

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

フ
ィ

ー
ル

ド
実

施
マ

ニ
ュ
ア
ル
（
運
営
・
維

持
管
理
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
モ
ー
ビ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
、
参
加
型
衛
生

教
育
）

 

1
-2

) 
村
落
用
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ガ
イ
ド
の
作
成

 
地
域
住
民
が
利
用
す
る
不
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ガ
イ
ド

と
し
て
、
水
利
用
者
組
合
（

W
U

A
：

W
at

er
 U

se
r 

A
ss

o
ci

at
io

n
）
用
の
運
営
・
維
持
管
理
ガ
イ
ド
と

組
織
運
用
ガ
イ
ド
、
な
ら
び
に
村
落
保
健
普
及
員

（
V

H
W
：

V
il

la
g

e 
H

ea
lt

h
 W

o
rk

er
）
、
村
落
保
健

委
員
会
（

V
H

C
：

V
il

la
g
e 

H
ea

lt
h
 C

o
m

m
it

te
e）

用
の
参
加
型
衛
生
教
育
ガ
イ
ド
が
作
成
さ
れ
、
対

象
者
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
。

 

全
対

象
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

 

既
存

マ
ニ

ュ
ア

ル

の
レ
ビ
ュ
ー
、
実
施

機
関
と
の
協
議
、
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
・
ニ
ー

ズ
確
認
と
分
析
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
、
フ

ィ
ー

ル
ド

・
テ

ス

ト
、
実
施
機
関
へ
の

提
出

 

0
.2

3
ヵ
月

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

用
フ

ィ
ー

ル
ド

・
ガ

イ
ド

（
運
営
維
持
管
理
、
組

織
運
用
、
参
加
型
衛
生

教
育
）

 

1
-3

) 
県

／
市

水
・

衛
生

チ
ー

ム
（

D
W

S
T
／

M
W

S
T
：

D
is

tr
ic

t

／
M

u
n
ic

ip
al

 W
at

er
 a

n
d
 S

an
it

at
io

n
 T

ea
m
）
の
再
形
成

 

県
水
利
官
を
中
心
に
、
水
・
衛
生
セ
ク
タ
ー
に
係

る
地
方
自
治
体
の
関
係
職
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
チ

ー
ム
を
形
成
し
、
本
件
実
施
に
お
け
る
統
合
的
ア

プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を
可
能
と
す
る
。

 

対
象

6
地

方
自

治
体

 

実
施

機
関

に
よ

る

各
県
庁
へ
の
要
請
、

フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ

0
.5
ヵ
月
／
県

 
水
省
、
地
方
自
治
体

 

【
相
手
国
負
担
】

 

メ
ン
バ
ー
・
リ
ス
ト
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活
動
内
容

 

 

目
的

 

 

対
象
者

 

 

実
施
方
法

 

 

期
間
（
ヵ
月
）

 

実
施
リ
ソ
ー
ス

 

【
負
担
者
】

 

 

成
果
品

 

 

1
-4

) 
県
／
市
水
・
衛
生
チ
ー
ム
に
対
す
る
ト
レ
ー
ナ
ー
ズ
育
成

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
と
各
県

D
W

S
T
の
行
動
計
画
の
作
成

 

【
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
内
容
】

 

�
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
ス
キ
ル

 

�
 

組
織
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
ス
キ
ル
向
上

 

�
 

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

 

�
 

施
設
操
業
・
保
守
・
修
繕
に
係
る
技
術

 

�
 

参
加
型
衛
生
教
育

 

�
 

参
加
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価

 

上
述

の
フ

ィ
ー

ル
ド

実
施

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

利
用

し
、
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
・
ス
キ
ル
を
育
成
し
、
本
件
実
施
に
お
け
る
各

県
の
行
動
計
画
を
策
定
す
る
。

 

 

対
象

6
地

方
自

治
体

D
W

S
T
／

M
W

S
T

 

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
・
セ
ミ
ナ
ー

 

0
.3

4
ヵ
月
／
県

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

報
告

書
 

各
県
の
行
動
計
画
書

 

ス
テ
ー
ジ

2
：
参
加
型
計
画
段
階
（

P
a
r
ti

ci
p

a
to

ry
 P

la
n

n
in

g
）

 

2
-1

) 
村
落
全
体
会
合
と
工
事
実
施
条
件
の
確
認

 
村
落
全
体
を
対
象
と
し
た
会
合
を
開
催
す
る
こ
と

に
よ
り
、
本
件
に
よ
る
活
動
の
目
的
・
内
容
と
実

施
計
画
の
説
明
を
行
い
、
理
解
と
協
力
を
得
る
。

特
に
運
営
・
維
持
管
理
に
係
る
利
用
者
負
担
原
則

の
理
解
徹
底
を
は
か
る
。
同
時
に
工
事
実
施
に
か

か
る
条
件
（

W
U

A
の
形
成
・
登
録
、
規
約
整
備
、

水
基
金
の
積
立
等
）
を
確
認
す
る
。

 

な
お
、
フ
ッ
素
濃
度
が

W
H

O
基
準
値
を
満
た
さ

な
い
（
可
能
性
の
あ
る
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、

フ
ッ
素
に
よ
る
健
康
被
害
へ
の
懸
念
と
対
応
に
つ

い
て
説
明
を
行
う
。

 

全
対
象
村
落
（
全

体
）

 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

／

会
合

 

0
.0

4
ヵ
月
／
村
落

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

議
事
録

 



資
料

5
 
ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
計
画
書
 

 

A5 - 16

 

活
動
内
容

 

 

目
的

 

 

対
象
者

 

 

実
施
方
法

 

 

期
間
（
ヵ
月
）

 

実
施
リ
ソ
ー
ス

 

【
負
担
者
】

 

 

成
果
品

 

2
-2

) 
参
加
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
と
村
落

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
策
定

 

P
R

A
等

の
参

加
型

分
析

手
法

を
用

い
、

本
件

実

施
、
な
ら
び
に
運
営
・
維
持
管
理
に
際
し
て
想
定

さ
れ
る
問
題
・
課
題
の
分
析
を
通
じ
て
、
事
業
実

施
に
係
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
タ
ス
ク
と
そ
の
手
段

を
明
確
に
し
た
村
落
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
を
作

成
し
、
活
動
実
施
中
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
と
し

て
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

全
対
象
村
落

 
参

加
型

フ
ィ

ー
ル

ド
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
 

0
.0

6
ヵ
月
／
村
落

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
報

告
書

 

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン

 

2
-3

) 
村
落
会
合
の
開
催
（
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
に
係
る
村
落

合
意

形
成

）
と

水
利

用
者

組
合

（
W

U
A
：

W
at

er
 

U
se

r 

A
ss

o
ci

at
io

n
）
の
（
再
）
形
成

 

上
記
に
て
作
成
さ
れ
る
村
落
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ

ン
に
関
し
て
、
村
落
全
体
の
合
意
と
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
形
成
を
行
い
、

W
U

A
を
（
再
）
形
成
す
る
。

全
対
象
村
落
（
全

体
）

 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

／

会
合

 

0
.0

4
ヵ
月
／
村
落

 
邦

人
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

合
意

さ
れ

た
ア

ク
シ

ョ
ン
・
プ
ラ
ン

 

ス
テ
ー
ジ

3
：
建
設
実
施
段
階
（

C
o
n

st
ru

ct
io

n
／

Im
p

le
m

en
ta

ti
o
n
）

 

3
-1

) 
W

U
A
の
規
約
策
定
支
援

 
工
事
実
施
の
前
提
条
件
と
し
て
対
象
地
域
に
よ
り

自
主
的
に
作
成
さ
れ
る
規
約
を
、
そ
の
実
行
可
能

性
と
有
効
性
の
観
点
か
ら
見
直
し
、
具
現
可
能
な

も
の
と
す
る
。

 

全
対

象
村

落

（
W

U
A
）

 

参
加

型
フ

ィ
ー

ル

ド
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
 

0
.0

4
ヵ
月
／
村
落

 
N

G
O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

運
営
・
維
持
管
理
に
係

る
規
約

 

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
報

告
書

 

3
-2

) 
村
落
レ
ベ
ル
で
の
運
営
・
維
持
管
理
能
力
／
衛
生
概
念
・

慣
習
の
向
上
を
目
的
と
し
た
活
動
展
開
と
、

D
W

S
T

に
対
す
る

O
n
-t

h
e-

Jo
b
-T

ra
in

in
g
の
実
施

 

�
 

D
W

S
T
／

M
W

S
T

に
対
す
る
参
加
促
進
ス
キ
ル
の

向
上
と
村
落
レ
ベ
ル
で
の
参
加
促
進
の
実
施

 

�
 

W
S

S
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
委
員
会
に
対
す
る
リ
ー
ダ

上
記
フ
ィ
ー
ル
ド
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
利
用
し
て
の
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
運
営
維
持
管
理
能
力
な

ら
び
に
衛
生
概
念
向
上
の
た
め
の
活
動
の
展
開
と

D
W

S
T
に
対
す
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ

ル
の
向
上

 

D
W

S
T
／

M
W

S
T
な
ら
び

に
全
対
象
村
落

（
W

U
A
、

V
H

W
/V

H
C
）

 

参
加

型
フ

ィ
ー

ル

ド
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
 

0
.4

6
ヵ
月
／
村
落

 

 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

報
告

書
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活
動
内
容

 

 

目
的

 

 

対
象
者

 

 

実
施
方
法

 

 

期
間
（
ヵ
月
）

 

実
施
リ
ソ
ー
ス

 

【
負
担
者
】

 

 

成
果
品

 

ー
シ
ッ
プ
・
ス
キ
ル
の
向
上
と

D
W

S
T
に
対
す
る

O
JT

 

�
 

フ
ッ
素
に
よ
る
健
康
へ
の
懸
念
と

対
応

（
当
該
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
）

 

�
 

W
S

S
会
計
係
、

D
W

S
T
に
対
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

（
出
納
・
会
計
能
力
の
向
上
）
と

D
W

S
T
に
対
す

る
O

JT
 

�
 

W
S

S
技

工
に

対
す

る
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
（

施
設

保

守
・
維
持
管
理
技
術
の
向
上
）
と

D
W

S
T
に
対
す

る
O

JT
 

�
 

V
H

W
/V

H
C

に
対
す
る
参
加
型
衛
生
教
育
ス
キ
ル

の
向
上
と
村
落
レ
ベ
ル
で
の
衛
生
教
育
の
実
施

 

3
-3

) 
上
記
活
動
（
参
加
促
進
・
衛
生
教
育
の
村
落
展
開
）
に
係

る
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ

 

村
落
レ
ベ
ル
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
上
記
活
動
の

フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
を
通
じ
て
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ

プ
意
識
、
参
加
型
運
営
・
維
持
管
理
に
係
る
意
識

と
衛
生
概
念
を
向
上
さ
せ
る
。

 

全
対

象
村

落

（
W

U
A

、

V
H

W
/V

H
C
）

 

参
加

型
フ

ィ
ー

ル

ド
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
 

0
.1

4
ヵ
月
／
村
落

 
N

G
O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

 
議
事
録

 

ス
テ
ー
ジ

4
：
運
営
・
維
持
管
理
段
階
（

O
p

er
a
ti

o
n

 a
n

d
 M

a
in

te
n

a
n

ce
）

 

4
-1

) 
W

U
A
に
対
す
る
施
設
操
業
な
ら
び
に
修
繕
／
保
全
に
か
か

る
指
導

 

完
成
し
た
給
水
施
設
利
用
し
、
実
際
に
操
業
す
る

こ
と
に
よ
り
操
業
な
ら
び
に
施
設
修
繕
／
保
全
に

か
か
る
技
術
移
転
を
行
う
。

 

全
対

象
村

落

（
W

U
A
）

 

実
地

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
 

0
.1

4
ヵ
月
／
村
落

 

 

N
G

O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

報
告

書
 

4
-2

) 
W

U
A
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

実
施
（
運
営
・
維
持
管
理
能
力
の
強
化
）

 

実
際
に
給
水
施
設
を
運
営
・
維
持
管
理
す
る
こ
と

に
よ
り
認
識
さ
れ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ニ
ー
ズ
を

確
認
し
、
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

全
対

象
村

落

（
W

U
A
）

 

参
加

型
フ

ィ
ー

ル

ド
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
 

0
.4

0
ヵ
月
／
村
落

 
N

G
O
／
ロ
ー
カ
ル
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

 

D
W

S
T

 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

報
告

書
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活
動
内
容

 

 

目
的

 

 

対
象
者

 

 

実
施
方
法

 

 

期
間
（
ヵ
月
）

 

実
施
リ
ソ
ー
ス

 

【
負
担
者
】

 

 

成
果
品

 

を
実
施
す
る
。

 

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

ス
テ
ー
ジ

5
：
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
／
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
段
階
（

M
o
n

it
o
ri

n
g
 a

n
d

 F
o
ll

o
w

-u
p
）

 

5
-1

) 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
／
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
・

リ
ス
ト
の
作
成

 

給
水
シ
ス
テ
ム
の
運
営
・
維
持
管
理
に
係
り
、
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
事
項
の
抽
出
を
行
い
、
指
標
の
設
定

な
ら
び
に
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
定
期

的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
を
構
築
す
る
。

 

  

対
象

6
地

方
自

治
体
（

D
W

S
T
／

M
W

S
T
）

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

 
0
.0

6
ヵ
月
／
県

 
N

G
O

 

D
W

S
T

 

【
日
本
国
側
負
担
】

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

／
フ

ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
に
係

る
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト

 

5
-2

) 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ

 
上
記
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
を

用
い
、

D
W

S
T
／

M
W

S
T
が
対
象
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
て
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
活
動
を
展
開
す
る
。

 

 

全
対

象
村

落

（
W

U
A
）

 

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

 
0
.0

7
ヵ
月
／
村
落

 

（
3
ヶ
月
間
）

 

D
W

S
T

 

【
相
手
国
側
負
担
】

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

報
告

書
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3.5 ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

ソフトコンポーネント活動を実施するために配置が想定される要員の情報を以下に示す。 

1） 邦人コンサルタント要員 1 名（運営・維持管理計画担当） 

実施機関側に本ソフトコンポーネントの実施にかかる能力が限られるため、ソフトコンポ

ーネントの計画立案、活動工程ならびにプログラムの全体監理を行うとともに、施主およ

び日本側関係諸機関への連絡・報告、プログラムの各関係主体との協議、調整、工事工程

との調整を担当する。 また、活動実施主体となる以下の現地人材に対する技術指導を行

う。 

2） 実施機関カウンターパート 1 名 

水省（中央）から本プログラムのカウンターパートとしてスタッフが参画し、邦人コンサ

ルタントと協力して活動の監理にあたる。 また、プログラム実施に際し、必要な場合に

は相手国側関連機関との調整、協力要請を担当する。 

3） ローカル NGO／コンサルタント 

本ソフトコンポーネントの活動実施にあたっては、実施機関側にノウハウの蓄積に乏しい

ため、計画対象地域にて類似業務の実績ならびに能力を有するローカル NGO もしくはロー

カル・コンサルタントを起用し、技術の移転と定着を図る。 想定される要員の内訳は対

象地域の規模ならびに実施期間等を考慮し、以下の通りとする。 いずれも対象地域にて

類似業務の経験を有し、地域住民との円滑なコミュニケーションが可能な人材を配置する。 

① プログラム・コーディネーター 1 名 

邦人コンサルタントによる指導の下、対象地域における活動実施を主導するとともに、活

動の進捗状況、各活動における手法ならびに成果を管理し、邦人コンサルタントに対し活

動報告を行う。 同要員は、本件類似活動にプログラム責任者として従事した経験を有す

る者とする。 

② コミュニティ・ファシリテーター 2 名 

プログラム・コーディネーターの管理の下、同要員を補佐し、コミュニティ・レベルでの

活動展開を担当する。 地方村落部給水サブ・セクターでの参加型運営・維持管理体制の

構築、参加型計画・モニタリング・評価、地域コミュニティの能力育成に係るプログラム

に従事した経験を有する者とする。 

4） 県／市・水衛生チーム（DWST/MWST：District/Municipal Water and Sanitation Team） 
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本ソフトコンポーネント実施により、各地方自治体にて、県水利官（DWE：District Water 

Engineer）を中心に、水・衛生サブ・セクターに関わる地方自治体の関係職員から構成され

る県水・衛生チーム（DWST：District Water and Sanitation Team）を形成する。 同チームの

形成にあたっては、実施機関である水省が中心となり、各地方自治体との調整を図ること

とする。 参加型運営・維持管理体制の構築に係る知識ならびにコミュニティに対するフ

ァシリテーション・スキルの活動展開プロセスを通じて OJT を提供することにより、技術

の移転と定着を図る。 

3.6 ソフトコンポーネントの実施行程 

実施工程は表 2.3 に示す。 

3.7. ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品は、表 3.1 に活動毎にまとめた。 先方実施機関ならびに日

本国側に提出ソフトコンポーネント完了報告書の他に、主な成果品としては、DWST 用の

フィールド・マニュアル、DWST の行動計画、各種トレーニング／ワークショップ報告書、

会合での議事録、コミュニティ行動計画、DWST によるモニタリングに係るチェック・リ

ストと報告書等であり、これらにより活動の実施状況と成果の達成度を確認する。 
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表 3.2 給水施設の維持管理に係るソフトコンポーネント工程表  

項　　目

　閣議（詳細設計） ▲

　交換公文（E/N）・贈与契約（G/A）（詳細計画） ▲

　コンサルタント契約（詳細設計） ▲

　閣議（本体） ▲

　交換公文（E/N）・贈与契約（G/A）（本体） ▲

　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約（本体） ▲

　現地調査

　国内解析・詳細設計

　入札図書作成

　入札図書承認

　入札公示 ▲

　入　　札 ▲

　工事業者契約 ▲

　工事業者契約認証 ▲

建設工事

準備工／仮設工
建設／据付工事

引渡し

準備工／仮設工
建設工事（ムプンブリ）

建設工事（カコラ）
建設工事（マバマ）
建設工事（イサンガ）

引渡し

所要期間
(月)

所用人月
（M/M）

0.23 1 案件 0.23

0.23 1 案件 0.23

1.　邦人コンサルタント 1名 人月

　　（施設運営維持管理計画／衛生教育） 3級

2.　現地NGO／コンサルタント 人月

延12人月

延29.64人月

2015年

平成23年度

11 12 1 2116

0 0 0

レベルー1給水施設建設（114カ所）

レベルー2給水施設建設

0

3 4 5

00 0 0

【先方負担】
5-2) モニタリングとフォロー・アップ（3ヶ月間）

【先方負担】
1-3) 県／市水・衛生チーム（DWST／MWST：
District／Municipal Water and Sanitation
Team）の再形成

1-4) DWST／MWSTに対するトレーナーズ育成
トレーニングの実施と各県DWST行動計画の策
定

1-1) トレーナー用フィールド実施マニュアルの作成

県／市

ステージ2）参加型計画段階

2-1) コミュニティ全体会合と工事実施条件の
確認

2-2) 参加型コミュニティ・アセスメントの実施と
村落アクション・プランの策定

2-3) 村落会合の開催（村落アクション・プラン
に係る村落合意形成）と水利用者組合（WUA：
Water User Association）の（再）形成

ステージ3）建設実施段階

3-1) WUAの規約策定支援

ステージ1）計画準備段階

1-2) コミュニティ用フィールド・ガイドの作成

対象活動数

20

村落

西暦

年　　度

ソフトコンポーネント活動

2013年

5 62 49 10 5

2011年 2012年

11 12 71 10 827 8 9 3 4 129 10 21113 7 9 1012 1 86

0.5 1.0

20 村落

3-3) 上記活動（参加促進・衛生教育のコミュニ
ティ展開）に係るフォロー・アップ

ステージ5）モニタリング／フォロー･アップ段階

5-1) モニタリング／フォロー・アップに係る
チェック・リストの作成

4-2) WUAに対するフォロー・アップ・トレーニン
グの実施（運営・維持管理能力の強化）

ステージ4）運営・維持管理段階

村落
4-1) WUAに対する施設操業ならびに修繕／保
全にかかる指導

村落

20

県／市

県／市

6

村落

6

20

村落

村落

20

20

20

200.23

0.07

0

20 村落

0 0

1.40

村落

00 0 00 0.5

2014年

平成24年度 平成25年度 平成26年度

0 0 0 000 1.00000 0 0 0

0.02

0.02

0.20

0.50

0.17

0.02

0.03

3-2) コミュニティ・レベルでの運営・維持管理
能力／衛生概念・慣習の向上を目的とした活
動展開と、DWST／MWSTに対するOn-the-
Job Trainingの実施

3.00

1.02

0.40

0.60

0.40

0.40

4.60

1.40

0.07

4.00

0.600.03

  プログラム・コーディネーター 12.00

   　（3級）

29.64
  ファシリテーター（参加型給水・衛生担

当）

4.00

0.07

20

1.40

実
施
設
計

要
員
計
画

建
設
工
事

契
約
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4 物理探査機を活用した地下水開発技術向上に係るソフトコンポーネント 

4.1 ソフトコンポーネントの目標 

調達された物理探査機器を駆使してタボラ州における地下水開発技術を向上させ、給水施

設の整備を促進することにより、タボラ州の給水環境改善を図ることを目的としてソフト

コンポーネントを実施する。 

4.2 ソフトコンポーネントの成果 

成果（1） タンガニカ湖流域管理事務所タボラ支所の水理地質・物理探査担当要員（以下、

“担当要員”）が、地下水開発を行おうとする地域の地形・地質・水理地質的要因を検討し

て、的確な調査（探査）計画を立案できるようになる。 

成果（2） 担当要員が、調達された物理探査機器を用いた探査技術に習熟する。 

2-1) 現地条件に応じた探査実施能力が向上する 

2-2) 取得データの質が地質・地下水解析に適する質であるか否かの評価ができる能力

が向上する 

成果（3） 探査データを解析し、対象地域の地下水開発計画を立案できるようになる。 

3-1) 取得した探査データを適切に解析し、水理地質構造を推定する能力が向上する。 

3-2) 探査データの解析結果から、具体的な地下水開発計画を策定する能力が向上する。 

3-3) 実際の掘削結果により、地下水開発計画を見直す能力が向上する。 

4.3 成果達成度の確認方法 

上記 4.2 で定めた成果の達成度を次のように確認する。 

成果（1）の達成度確認方法 

□ 地下水調査（探査）計画書 

成果（2）の達成度確認方法 

□ コンサルタント要員による現場での確認 

（具体的には、①現地の条件に適した煩瑣測線の配置ができているか否か、②探査が適切に

行われ、解析に適するデータが取得できているか否か、をコンサルタント要員が現地において

評価する。） 

成果（3）の達成度確認方法 
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□ コンサルタント要員による探査データの評価、受講者による地下水開発計画書および修正し

た地下水開発計画書 

4.4 ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネントの目標ならびに成果を達成するために必要な活動は次の通りである。 

1）調査対象地域の調査（探査）計画策定に係る活動 

1-1) 開発調査で立案した調査計画の作成と実際実施した調査を題材とした座学 

1-2) レベル-1 用井戸掘削予定村落その他を題材とした、探査計画策定指導（座学） 

2） 探査技術向上に関する活動 

2-1) 現地における測線配置、機器操作、探査指導 

2-1) 現地における探査データの質に関する評価の指導 

3）探査データの解析およびそれに基づく地下水開発計画策定に関する活動 

3-1 探査データの解析指導 

3-2) 地下水開発計画（井戸掘削地点選定、掘削深度決定等）策定に関する指導 

3-3) 探査データの解析結果と井戸掘削結果の比較、解析結果評価の指導 

3-4) 探査データの再解析および地下水開発計画修正に係る指導 

以上の地下水開発技術向上に係る活動の詳細を表 4.1 にまとめた。なお、表中の期間につい

ては休日・移動期間等を含まない実日数である。 
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4.5 ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

ソフトコンポーネント活動を実施するため、必要な要員配置を次に示す。 

1） 邦人コンサルタント要員 1 名（水理地質・物理探査担当） 

ソフトコンポーネントの計画立案、活動工程及びプログラムの全体監理を行うとともに、

施主及び日本側関係機関への連絡・報告、プログラムの各関係主体との協議、調整を担

当する。また、活動主体となる次の現地人材に対する技術指導を行う。 

2） タンガニカ湖流域管理事務所タボラ支所の水理地質・物理探査担当者 各 1 名 

4.6 ソフトコンポーネントの実施工程 

地下水開発技術能力向上のためのソフトコンポーネントは、本計画で調達され、レベル-1

建設地点選定に使用される物理探査機器を用いて行うため、実施時期はレベル-1 建設工事

の最終段階で行う。 

実施工程は、表 4.2 に示す。 

4.7 ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品は、表 4.1 に活動毎にまとめた。先方実施機関ならびに日本

側にソフトコンポーネント完了報告書を提出する。 
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5. ソフトコンポーネントの概算事業費 

給水施設の運営・維持管理、および地下水開発技術に係るソフトコンポーネントにかかる

費用は、総額で 49,572 千円と見積もられる。その内訳を表 5.1 に示す。 

表 5.1 ソフトコンポーネントに係る費用内訳 

ソフトコンポーネントの項目 費用見積額（千円） 

1. 給水施設の運営・維持管理 45,741 

2. 地下水開発技術 3,831 

合 計 49,572 

6. 相手国実施機関の責務 

既述した 2 つのソフトコンポーネント実施にあたり、実施機関側の負担にて行う活動は以

下の通りである。 

（１）給水施設の運営・維持管理能力向上に係るソフトコンポーネント 

□ 県水・衛生チーム（DWST：District Water and Sanitation Team）の形成 

□ 施設完成後のコミュニティに対するモニタリングとフォロー・アップ 

（２）物理探査機器を利用した地下水開発技術向上に係るソフトコンポーネント 

□ タンガニカ湖流域管理事務所の水理地質・物理探査要員の指導期間中の確保 

□ 現地探査を実施する場合の、当該県・村に対する周知 

□ タンザニア側要員の現地出張にかかる経費の負担 
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